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１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第１号に規定された「他の航空機が使用中

の滑走路からの離陸の中止」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われるこ

ととなったものである。

株式会社日本航空インターナショナル所属ボーイング式７４７－４００Ｄ型ＪＡ

８９０４は、平成２０年２月１６日（土）、同社の定期５０２便として、東京国際空港

に向け新千歳空港から離陸のため誘導路Ｂ１０で待機していた。

一方、株式会社日本航空インターナショナル所属ダグラス式ＭＤ－９０－３０型

ＪＡ８０２０は、同社の定期２５０３便として関西国際空港を離陸し、１０時２９分

ごろに新千歳空港滑走路０１Ｒ（Ｂ滑走路）に着陸した。

ＪＡ８９０４は、ＪＡ８０２０が着陸して滑走路上を走行中、管制官からの指示に

より滑走路０１Ｒに入り待機していたが、１０時３３分ごろ、管制官からの離陸許可

がないまま離陸滑走を開始し、管制官からの停止指示により離陸を中止した。

ＪＡ８９０４には、機長ほか乗務員１７名、乗客４２８名の計４４６名が、ＪＡ

８０２０には、機長ほか乗務員４名、乗客１２１名の計１２６名が搭乗していたが、

両機とも負傷者はなかった。

１.２ 航空重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成２０年２月１６日、本重大インシデントの調

査を担当する主管調査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 外国の代表

本調査には、航空重大インシデント機の設計・製造国である米国の代表が参加し

た。

1.2.3 調査の実施時期

平成２０年２月１６日及び１７日 現場調査及び口述聴取

平成２０年２月１８日 ～ 飛行記録装置及び操縦室用音声記録

３月３１日 装置の解析

平成２０年２月１９日及び２１日 口述聴取



*1 Pilot Flyingの略で、主として操縦業務を担当する操縦士をいう。

*2 Pilot Monitoringの略で、主として操縦以外の業務を担当する操縦士をいう。
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1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.5 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し意見照会を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

株式会社日本航空インターナショナル（以下「同社」という ）所属ボーイング式。

７４７－４００Ｄ型ＪＡ８９０４（以下「Ａ機」という。）は、平成２０年２月１６日

０９時５４分（以下、日本標準時で表記する ）ごろ、同社の定期５０２便として、。

新千歳空港（以下「同空港」という ）１４番スポットから東京国際空港への飛行の。

ためＢ滑走路（０１Ｒ）に向け地上走行を開始した。Ａ機の操縦室には、左操縦席に

機長がＰＦ として、右操縦席に副操縦士昇格訓練中の操縦士（以下「訓練生」とい
*1

う ）がＰＭ として、オブザーバー席には副操縦士の計３名が搭乗していた。。
*2

国土交通省福岡航空交通管制部に提出されたＡ機の飛行計画の概要は、次のとおり

であった。

飛行方式：計器飛行方式、出発地：新千歳空港、

移動開始時刻：０９時０５分、巡航速度：５０７kt、巡航高度：ＦＬ３８０、

経路：ＴＯＢＢＹ(位置通報点)～Ｙ１０(航空路)～ＴＬＥ(阿見ＶＯＲ／ＤＭ

Ｅ 、目的地：東京国際空港、所要時間：１時間１０分、持久時間で表された）

燃料搭載量：３時間００分、代替空港：成田国際空港、搭乗者数：４２５名

一方、同社所属ダグラス式ＭＤ－９０－３０型ＪＡ８０２０（以下「Ｂ機」とい

う ）は、同社の定期２５０３便として、同日１０時２７分ごろ、千歳飛行場管制所。

の飛行場管制席（以下「タワー」という ）からＢ滑走路への着陸許可を受けた。。

国土交通省福岡航空交通管制部に提出されたＢ機の飛行計画の概要は、次のとおり

であった。

飛行方式：計器飛行方式、出発地：関西国際空港、

移動開始時刻：０８時４０分、巡航速度：４４６kt、巡航高度：ＦＬ３１０、

経路：ＯＧＵＲＡ(位置通報点)～ＫＹＯＴＯ(位置通報点)～ＳＩＧＡＫ(位置



*3 地上において降雪や着氷が機体表面に蓄積するのを防ぐことができる防氷液効果持続の目安時間のことをい

う。防氷作業開始からの時間で、気象状況に左右されるが、本重大インシデント時は４５分～１時間２０分が

該当する。最終的には運航乗務員が主翼上の積雪状態を目視で確認し離陸の可否を判断する。

*4 Runway Visual Range の略で、滑走路上において滑走路面の標識、滑走路灯又は滑走路中心線灯を視認する

ことができる最大距離のことで、滑走路視距離観測装置により観測された値をいう。同社のOPERATIONS MANUAL

によれば、Ａ機の離陸においては、ＲＶＲ値が５００ｍ以上であることが離陸の最低気象条件となる。
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通報点)～Ｙ１３２（航空路)～ＧＵＪＹＯ（位置通報点)～Ｙ１３（航空路）

～ＣＨＥ(千歳ＶＯＲ／ＤＭＥ 、目的地：新千歳空港、所要時間：１時間２６）

、 、 、分 持久時間で表された燃料搭載量：４時間５４分 代替空港：東京国際空港

搭乗者数：１２７名

本重大インシデントに至るまでのＡ機、Ｂ機及びこの時に同社の定期５１３便とし

て同空港へ進入中であった同社所属ボーイング式７４７－４００Ｄ型ＪＡ８９０７

（以下「Ｃ機」という ）の飛行経過は、管制交信記録、飛行記録装置（以下「ＤＦ。

ＤＲ」という ）の記録、レーダー航跡記録並びに運航乗務員及びタワーの航空管制。

官（以下「管制官」という ）の口述によれば、概略次のとおりであった。。

2.1.1 管制交信記録、ＤＦＤＲの記録及びレーダー航跡記録等による経過

０９時２７分 Ａ機の防除氷作業が開始された。（これはホールドオーバー

タイム 起算時刻であり、時間切れの目安は、最短の場合
*3

１０時１２分、最長の場合１０時４７分となる ）。

０９時５４分ごろ Ａ機がスポット１４番から移動を開始した。

１０時０９分４９秒 タワーがＡ機に 「滑走路０１Ｌ（Ａ滑走路）を横断しＢ、

滑走路手前で待機、離陸順は３番目」を指示した。

、「 、同 ０９分５６秒 Ａ機がタワーに Ａ滑走路を横断しＢ滑走路手前で待機

離陸順は３番目」と復唱した。

同 ２８分４０秒 タワーがＡ機に 「Ｂ滑走路に進入し待機」を指示 「接地、 、

点付近ＲＶＲ ７５０ｍ」を通報した。
*4

同 ２８分４５秒 Ｂ滑走路にＢ機の主脚が接地した。

同 ２８分４８秒 Ａ機がタワーに 「Ｂ滑走路に進入し待機」を復唱した。、

同 ２８分５２秒 Ａ機が停止していた誘導路Ｂ１０から動き始めた。

同 ２９分１８秒 タワーがＢ機に 「滑走路端の誘導路Ｂ２へ左折しＡ滑走、

路を横断せよ」と指示した。

同 ２９分２５秒 Ｂ機がタワーに 「誘導路Ｂ２及びＡ滑走路横断」を復唱、

した。

同 ２９分２６秒 Ｂ機の対地速度がゼロとなった。

同 ２９分４２秒 Ｂ機の対地速度が増加し始め、その後２～１１ktでＢ滑走



*5 Ａ機の４発あるエンジンのうち、機首方向に向かい、左端から第１エンジン、第２、第３、右端を第４エン

ジンと呼称し、第１及び第４エンジンを外側エンジン、第２及び第３エンジンを内側エンジンとも呼称する。
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路上を走行し始めた。

同 ３０分１１秒 Ａ機がＢ滑走路上で滑走路中心線に正対して停止した。

同 ３０分１９秒 タワーが担当する離陸のため待機中の航空機が計５機とな

った。

同 ３２分０９秒 Ａ機の第２及び第３エンジン のＮ１が増加し、約４秒後
*5

に３７％で安定した。

同 ３２分３０秒 タワーがＡ機に、「JAPAN AIR 502, EXPECT IMMEDIATE TAKE-

OFF, TRAFFIC LANDING ROLL AND INBOUND TRAFFIC 6 MILES｣

（日本航空５０２便、迅速な離陸を予期せよ、航空機が着

陸滑走中で、到着機が６nmにいる）と通報した （この通。

報には同３２分３６秒までの、約６秒間を要した ）。

同 ３２分３２秒 Ａ機の第１及び第４エンジンのＮ１が増加し始めた。

同 ３２分３７秒 Ａ機がタワーに 「ROGER, JAPAN AIR 502」と回答した。、

同 ３２分３８秒 Ａ機の全てのエンジンのＮ１が約５０％となり、揃って増

加し始めた。

同 ３２分４３秒 Ａ機の対地速度が徐々に増加し始めた。

同 ３２分５４秒 Ａ機の全てのエンジンのＮ１が約７２％から離陸推力まで

急増した。

同 ３２分５９秒 タワーがＡ機に 「直ちに停止せよ」と２回指示し「航空、

機が着陸滑走中である」と通報した。

同 ３３分０５秒 Ａ機がタワーに 「JAPAN AIR 502」と回答、Ａ機のエンジ、

ン推力が減少し始めた。

同 ３３分０７秒 Ａ機の対地速度が最大約８４ktとなり、以後減速した。

同 ３３分１２秒 タワーが、滑走路０１Ｒ進入端から約５nm南を着陸のため

進入中のＣ機に 「復行」を指示した。、

同 ３３分１３秒 Ａ機のスピード・ブレーキ・ハンドルが立ち上がり、エン

ジンがリバースとなった。

同 ３３分２４秒 Ｃ機がタワーに 「復行、進入復行手順に従う」と復唱し、

た。

同 ３３分２５秒 Ｂ機の機首が滑走路から誘導路Ｂ２の方向へ向き始めた。

（Ａ機とＢ機が滑走路上で最接近し、約１,８００ｍとな

った）



*6 2.7.5(1)に記述するとおり、Ａ機のＡＯＭによれば、運航乗務員が離陸許可を受領後ＰＭがランディングラ

イトを点灯させる操作を行う。この点灯は他機が自機の存在を発見し易くすることを目的としているが、一般

に、運航乗務員は、離陸許可を受領したリマインダーとしている。
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、「 」 。同 ３３分４２秒 タワーがＢ機に 地上管制席との通信設定 を指示した

同 ３３分４６秒 Ｂ機がタワーに 「地上管制席との通信設定の了解」を通、

知した。

同 ３４分１５秒 Ｂ機が誘導路Ｂ２に入った （機首方位が西となった）。

(付図１、２及び別添１参照）

2.1.2 運航乗務員の口述

(1) Ａ機の機長

プッシュバックからＡ滑走路まで誘導路を１５分かけて移動し、同滑走路

手前で２０分待機していた我々３人は、それぞれの仕事を分担し、また普段

より長い時間を利用して相談しながら準備をしていた。

先行機（Ｂ機）が目前を通過後から、フラップを下げコントロールチェッ

クをしてチェックリストを実施した。Ｂ機は目前を通過した際は見えていた

。「 」 、 、がその後は見えなくなった LINE UP AND WAIT を言われ 滑走路に入り

ブレーキを踏み待っていた。ホールドオーバータイムについては手順に基づ

き雪が翼に積もっていないことを確認した。最終進入経路に１機いるのは分

かっていた。

ある程度時間が経った時に、「IMMEDIATE TAKE-OFF」「TRAFFIC 5（又は）

6 DME」と聞き取れて、訓練生は「ROGER」と言ったと思う。これはクリアラ

ンスに対し私が何らかの言葉を発し「ROGER」と言ったので、訓練生も

「ROGER」と言ったのではないかと思う。訓練生はクリアランスに対して復

唱はしていなかったが、私は離陸許可をもらったと確信していた。「IMMEDIATE｣

は急迫した状態があるのだと思い、訓練生が「ROGER」とだけ返答したこと

に対する指導より離陸の優先度が高いと判断したが、なぜだろうとの疑問は

あった 「IMMEDIATE」の単語は他の確認を省略させることとなる。私が訓練。

生に復唱を確実にさせなかったのが悪いと思う。進入中のＣ機（その時は５

～６nm）がいるのは意識しており、背中を押された感じで、インフォメーシ

ョンの意味は分かっていた。訓練生がランディングライト 付近のスイッチ*6

を操作したのは見ているが確実に入れたかどうかは分からない。先行機の

「CLEAR OF ACTIVE （滑走路を離脱した）は聞いていない。着陸したＢ機に」

「TAXI TO B2」というのを聞いていた。無線交信等に騒音はなかった。

「EXPECT」が聞こえなかった理由は分らない。先行機が見えていない状況で



*7 2.7.5(2)に記述するとおり、Ａ機のＡＯＭによれば、悪天候時、エンジンへ着氷がなくエンジンパラメーター

が正常であるかを確認するため推力を６０％Ｎ１まで増加させ約３０秒間保持する。

*8 Rejected Take Off の略で、離陸操作を開始後に離陸を中止することをいう。

*9 FAA Order（通達）7110.65S, AIR TRAFFIC CONTROL, 3-9-9 Takeoff Clearanceによれば、陸軍及び海軍機を

除き、離陸許可を発出する際風向・風速を付加することは規定されていない。また、ICAO PANS-ATMによれば、

離着陸時、風向・風速を付加することは規定されていない。
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の判断である。

私が 「TAKE-OFF」とコールし、これに対して訓練生からの発言はなかっ、

た。悪天候時のエンジン点検手順は、エンジンのＮ１を６０％まで上げ３０

秒間保持 して行うが、進入機の接近を考慮して２０秒位で見切り発車のよ
*7

うに離陸操作を優先した。

速度６０kt前後でタワーから「STOP IMMEDIATELY」と言われたので、

リバースに入れ、ブレーキを踏んだ。完全な停止には至らないうちにタワー

から「TAXI TO END OF RUNWAY B2」と指示された。

タワーが後方のＣ機に「GO AROUND」と指示したのを聞いた。なぜかなと

思った。千歳は積雪のため混乱し降雪も強くなっていた。タワーに対し疑問

があったが、尋ねると他機との交信の妨げとなるので、後で確認しようと思

っていた。天気が悪くなっていて社内無線も混雑していた。できれば再度出

、 。発したいと思っており 乗客への対応等でＲＴＯ の理由の確認を失念した
*8

管制指示違反という意識はなかった。

千歳や小松の自衛隊による管制はさまざまな情報を提供してくれるが、ク

リアランスの前後に余分な言葉は欲しくない。今回も「TAKE-OFF」ではなく

「DEPARTURE」の用語を使用していれば動き出さなかった。米国では風向・

風速の情報すら言わない 。それらを経験している自分が、今回のＡＴＣを*9

受け入れてしまったのかも知れない。今日は焦りはなかったつもりだが、

「EXPECT」が聞こえていないのも事実である。自分のどこかで急いでいたか

もしれないが判らない。訓練生の能力を生かせる雰囲気作りはできていたと

思う。ものを言ったらいかんという雰囲気は作っていなかったと思う。新千

歳には月に３～４回来ているが、降雪に遭遇したのは今冬初めてであった。

(2) Ａ機の副操縦士

Ｂ機が進入し着陸したのを確認した。Ｂ機の滑走路への接地は見えたがそ

の後Ｂ機は見えなくなった。Ｂ機が見えてから「LINE UP AND WAIT」のくる

タイミングはゆっくりで、かなり余裕があったと思う。Ｂ滑走路への進入許

可を機長、訓練生と私の三者で確認して入った。滑走路の状態が良くなかっ

たのでゆっくりした速度で滑走路中心線に正対させた。フラップとフライト

コントロールのチェックも終わっていたので、落ち着いた状況で離陸許可を



*10 TAKE-OFF／GO AROUNDスイッチのことで、離陸または着陸復行時等にこのスイッチを押すとオートスロット

ル装置によりエンジン回転が所要出力まで増加する。

*11 同社では訓練生は運航乗務員ではないが、本報告書では運航乗務員に含める。
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待っていた。

「IMMEDIATE TAKE-OFF 「6 MILES（又は) 5 MILES ON SHORT FINAL」とい」

、 。 「 」うのが聞こえたが 他は確認できなかった 後で入手した情報では EXPECT

と「AIRCRAFT LANDING ROLL ON RUNWAY」とかが入っていたらしいが、それ

は全く聞こえなかった。とにかく「IMMEDIATE」という言葉の影響が大きか

「 」 。 「 」ったのと TAKE-OFF という言葉が頭に残ってしまった 訓練生が ROGER

と言ったのは聞き取れなかった。

「IMMEDIATE」は、緊急、直ちにということだが、滑走路上であまり聞い

たことがなかった。機長が「TAKE-OFF」と言ってTO/GA スイッチを押した
*10

。 、 「 」のは見た この時に 機長に対して クリアランスがまだきていないのでは

と明確には言ってない。「クリアランスがきてない」と言えなかったのは

「IMMEDIATE TAKE-OFF」が気になってずっと考えていたからで、記録用のロ

グに管制許可等を記載するため通報を反芻しているうちにTO/GAが入った気

がする。機長がパワーをアドバンスしたのは「IMMEDIATE TAKE-OFF」に対し

てであると思う。「あっ」と思った直後にはスピードがついてきていた。

ＲＴＯはタワーからの「STOP IMMEDIATELY」の指示で行った。管制情報はも

う少し早めに通報してもらえればよかった。今回のような状況では余計なこ

とはなるべく言って欲しくなかった。特に離陸に関しては「CLEARED FOR TAKE-OFF｣

だけを言ってもらえればと思った。
*11

(3) Ａ機の訓練生

タワーとの交信で離陸順は３番目であると通知された。雪で滑走路０１Ｌ

（Ａ滑走路）が閉鎖されており、使用できるのが滑走路０１Ｒ（Ｂ滑走路）

一本だけなので、離陸までの待ち時間は普段より長かった。視程が不良にな

っていたため、誘導路で待機中は、着陸機がタワーに「CLEAR OF ACTIVE」

を通報後に、タワーから離陸機に「CLEARED FOR TAKE-OFF」が出されていた

と思う。

タワーから 「LINE UP AND WAIT 01R」の指示をもらったので滑走路に入、

り、離陸許可を待っていた。自分がはっきり聞いたのは「TAKE-OFF」と

「5 MILES（又は) 6 MILES ON FINAL」という言葉で 「EXPECT」は聞こえて、

いなかった。そして「ROGER, 502」と言ったと記憶している。

「CLEARED FOR」は聞いておらず、私は「CLEARED FOR TAKE-OFF」とは復

唱していない 「CLEARED FOR」の語がなかったので、引っかかってはいた。。



*12 Chief Purserの略で、客室乗務員の責任者のことをいう。

。*13 Passenger Addressの略で、運航乗務員又は客室乗務員が、乗客に対して必要な情報を放送することをいう

*14 Automatic Terminal Information Service の略で、離着陸が多い空港において進入方式、使用滑走路、気

象情報、空港の状態、航空保安施設の運用状況等の情報を放送しデータリンクでも提供している。

*15 Decision Altitude の略で、精密進入を行う場合の進入限界高度のことで、パイロットが進入を継続するか

進入復行するか決心する高度をいう。

*16 ブレーキの効き具合のことで、滑走路面等が雪氷で滑りやすくなった場合において、摩擦係数の測定結果等

から、定性的に、GOOD, MEDIUM TO GOOD, MEDIUM, MEDIUM TO POOR, POOR, VERY POORまでの６段階に分けて

表現される。

*17 Airport Surface Detection Equipmentの略で、空港内の滑走路及び誘導路上の航空機や車両等の移動体を

確認するための一次レーダー装置のことをいう。同空港には昭和６３年に設置された。なお、同空港のタワー

ＡＳＤＥ表示器については、２.５(2)を参照。
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通信はクリアーで、ＣＰ のＰＡ との重複もなかった。*12 *13

その後、機長が離陸操作を開始し、速度６０ktの手前くらいでタワーから

「STOP IMMEDIATELY」の指示があり、離陸を中断して一番奥の誘導路Ｂ２か

ら出た。

(4) Ｂ機の機長

関西空港からの上昇中に９時のＡＴＩＳ で同空港では誘導路Ｂ２しか使
*14

えないのを知った。同空港へは滑走路０１ＲへＩＬＳ進入を実施し、１４nm
*15

でタワーとコンタクトした 通常どおりの進入で着陸許可を受領した ＤＡ。 。

＋100ftで滑走路を視認し、１０時２８分に着陸した。視程は１,０００ｍ位

で降雪があり、その強度はモデレートからヘビーの間であった。滑走路中心

線灯、滑走路灯は見えていた。ブレーキングアクション はMEDIUM TO POOR
*16

くらいと感じ、滑走路の先の方はもっと悪い可能性があるのでブレーキング

はゆっくりと行い、限られた視程なのでゆっくり慎重に走行した。一時的に

さらに遅くなったことは考えられるが滑走路上で停止したという認識はない。

誘導路Ｂ２に接近した段階では滑走路末端灯は見えていた。１０時４２分に

ブロックインした。関西空港から千歳に到着後、花巻空港を往復する予定で

あったが、千歳、花巻の悪天候により飛行はキャンセルとなった。

(5) Ｂ機の副操縦士

進入前、地上で雪のため動けなくなっている機体が数機あり、トーイング

カーを要請しているのを無線で聞いた。進入中、タワーから「REPORT CLEAR

OF ACTIVE」の指示はなかったと思う。着陸後、機長の地上走行速度が遅い

のは雪の状況から当然だと思っていた。

2.1.3 飛行場管制席管制官の口述

当日は滑走路どころかランプ地区も見えない状況であったため、到着機は１５nm

間隔で運用していた。Ｂ機がＡ機の前を通過したのをタワーのＡＳＤＥ 表示器で
*17



*18 2.7.2 に記述する、航空支援集団が定めた保安管制業務処理規程Ⅲ管制方式基準のことをいう。
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確認し、Ａ機に滑走路上での待機を指示した。Ｂ機は、滑走路の中央付近でかなり

減速し、走行速度がゆっくりであった。Ａ機がＢ滑走路の滑走路中心線に正対した

時点で、次の進入機（Ｃ機）の位置は１８nmくらいであった。Ｂ機の滑走路離脱が

その前に降りた航空機に比べて非常に遅いと感じた。

Ａ機に対して「EXPECT IMMEDIATE TAKE-OFF （迅速な離陸を予期せよ）と送信し」

た。それに付して、Ｂ機がまだ滑走路上にいることとＣ機が６nmにいる情報を伝え

た。用語は管制方式基準 の「CLEARED FOR IMMEDIATE TAKE-OFF」を準用した。
*18

Ｂ機の滑走路離脱に時間を要していたので、まだ、Ｂ機は滑走路を離脱しないか

とＡＳＤＥ表示器で様子を見ていたら、Ａ機が動き出したので直ちに止めた。Ａ機

に対し「EXPECT」と言ったときのＢ機の滑走路上での位置はＢ２とＢ３誘導路の中

間付近であった。

離陸許可を出してから通常は離陸滑走開始まで１～２分だが、当日は３～４分か

かっていたように感じたので、Ａ機に「迅速な離陸を予期するよう」に伝えた。過

去にも同じような天候の時には、離陸に時間がかかることは経験していた。

Ｂ機より前の到着機には「REPORT CLEAR OF ACTIVE」を指示していたが、ＡＳＤ

、 、Ｅ表示器の表示と着陸機の報告とを比べると 滑走路離脱の時期が違っていたので

Ｂ機以降はＡＳＤＥ表示で判断していた。

交信はヘッドセットを使用しており、私の出したボイスは耳から聞こえてくる。

指で押してから話すように心掛けていて、交信の冒頭が途切れないように気をつけ

ている。

千歳管制隊では過去の経験を踏まえて、航空機に対して最低限の指示だけではな

く、その理由や情報を加えるように指導があった。テネリフェ事故については知ら

ない。情報は簡潔で分かりやすいことが大切だと認識している。私は、赴任して５

年くらいの経験で当管制所の全資格を有している。

本重大インシデントの発生は、平成２０年２月１６日１０時３３分ごろで、同空港

（標点：北緯４２度４６分３１秒、東経１４１度４１分３３秒）Ｂ滑走路０１Ｒ上で

あった。

（付図１、２、３、４、写真１、２、３、４及び別添１参照）

２.２ 航空機乗組員等に関する情報

2.2.1 運航乗務員に関する情報

(1) Ａ機の機長 男性 ５８歳
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定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 昭和６２年１０月１４日

限定事項 ボーイング式７４７－４００型 平成 ６ 年 ２ 月 ７ 日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成２０年 ５ 月２６日

総飛行時間 １４,３９１時間３４分

最近３０日間の飛行時間 ４４時間１５分

同型式機による飛行時間 ６,５７７時間５４分

最近３０日間の飛行時間 ４４時間１５分

(2) Ａ機の副操縦士 男性 ３２歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 平成１３年 ５ 月 ２ 日

限定事項 ボーイング式７４７－４００型 平成１４年１１月１１日

計器飛行証明 平成１３年１２月２０日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成２０年 ５ 月 １ 日

総飛行時間 ２,６７６時間４５分

最近３０日間の飛行時間 ５２時間４２分

同型式機による飛行時間 ２,２６０時間５３分

最近３０日間の飛行時間 ５２時間４２分

(3) Ａ機の訓練生 男性 ２７歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 平成１８年 ２ 月 １ 日

限定事項 ボーイング式７４７－４００型 平成１９年１０月２５日

計器飛行証明 平成１８年１０月 ２ 日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成２０年 ４ 月１９日

総飛行時間 ３５２時間１８分

最近３０日間の飛行時間 ３８時間５５分

同型式機による飛行時間 ７５時間１６分

最近３０日間の飛行時間 ３８時間５５分

訓練生ＯＪＴ開始時期 平成１９年１０月

訓練生ＯＪＴ飛行回数 ２４回目

(4) Ｂ機の機長 男性 ４４歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 平成 ８ 年 ２ 月 ６ 日

限定事項 ダグラス式ＤＣ－９型 平成 元 年 ８ 月１１日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成２０年 ３ 月１５日



*19 ダグラス式ＤＣ－９型機とダグラス式ＭＤ－９０－３０型機は同一限定機種である。
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総飛行時間 １１,１０４時間０５分

最近３０日間の飛行時間 ２５時間４３分

同型式機 による飛行時間 ９,２４９時間５９分*19

最近３０日間の飛行時間 ２５時間４３分

(5) Ｂ機の副操縦士 男性 ３５歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 平成１０年 ８ 月３１日

限定事項 ダグラス式ＤＣ－９型 平成１６年 ５ 月２５日

計器飛行証明 平成１０年 ８ 月３１日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成２０年 ９ 月 ５ 日

総飛行時間 ２,０５１時間４１分

最近３０日間の飛行時間 ５５時間４９分

同型式機による飛行時間 １,８０５時間２５分

最近３０日間の飛行時間 ５５時間４９分

2.2.2 管制官に関する情報

飛行場管制席管制官 男性 ２５歳

航空管制技能証明書

飛行場管制業務 平成１６年 ９ 月２７日

千歳飛行場管制所 平成１６年 ９ 月２７日

進入管制業務 平成１９年 ３ 月 ９ 日

千歳ターミナル管制所 平成１９年 ３ 月 ９ 日

ターミナルレーダー管制業務 平成１９年 ３ 月 ９ 日

千歳ターミナル管制所 平成１９年 ３ 月 ９ 日

着陸誘導管制業務 平成１９年 ７ 月 ２ 日

千歳着陸誘導管制所 平成１９年 ７ 月 ２ 日

身体検査合格証明書

有効期限 平成２０年 ４ 月 ３ 日

２.３ 気象に関する情報

(1) 同空港の航空気象観測値は、次のとおりであった。

10時27分 風向 ３００°、風速 １３kt、卓越視程 ４００ｍ、ＲＶＲ滑走

路０１Ｒ ８００～１,４００ｍ上昇傾向、天気 しゅう雪、垂直
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視程２００ft、気温 －４℃、露点温度 －５℃、 高度計規正値

（ＱＮＨ）２９.８１inHg

10時30分 風向 ３００°、風速 １３kt、卓越視程 ５００ｍ、ＲＶＲ滑走

路０１Ｒ ７００～１,４００ｍ低下傾向、天気 しゅう雪、垂直

視程２００ft、気温 －４℃、露点温度 －６℃、 高度計規正値

（ＱＮＨ）２９.８１inHg

10時31分 風向 ３００°、風速 １３kt、卓越視程 ５００ｍ、ＲＶＲ滑走

路０１Ｒ ６５０～１,４００ｍ低下傾向、天気 しゅう雪、垂直

視程２００ft、気温 －４℃、露点温度 －６℃、 高度計規正値

（ＱＮＨ）２９.８１inHg

10時39分 風向 ３１０°、風速 １１kt、卓越視程 ６００ｍ、ＲＶＲ滑走

路０１Ｒ ６５０～１,２００ｍ上昇傾向、天気 しゅう雪、垂直

視程 ３００ft、気温 －４℃、露点温度 －５℃、高度計規正値

（ＱＮＨ）２９.８１inHg

(2) 同空港雪氷情報

平成２０年２月１６日午前０８時３０分に通報された重大インシデント発生

当時有効なＢ滑走路に係る空港雪氷情報は、次のとおりであった （一部）。

積雪平均 積雪量等の種類 ブレーキング 積 雪 等 滑走路灯項目

積雪量 アクション μ の割合位置 （ ）

Ａ地区（滑走路 ８０mm未満 Dry snow MEDIUM TO POOR ８ ０ ％

南側1/3部分) １０mm Compacted snow （0.26～0.29） 以上

Ｂ地区（滑走路 ８０mm未満 Dry snow MEDIUM TO POOR ８ ０ ％ 埋れた

中央1/3部分) １０mm Compacted snow （0.26～0.29） 以上 灯器なし

Ｃ地区（滑走路 ８０mm未満 Dry snow MEDIUM TO POOR ８ ０ ％

北側1/3部分) １５mm Compacted snow （0.26～0.29） 以上

２.４ 通信に関する情報

重大インシデント発生当時、航空機とタワーの交信は通常どおり行われていた。

２.５ 重大インシデント現場に関する情報

(1) 滑走路及び誘導路

同空港には、長さ３,０００ｍ、幅６０ｍの滑走路が南北方向に平行して

２本ある。重大インシデント発生当時、Ａ滑走路や誘導路Ｂ３～Ｂ９は積雪と

ブレーキングアクションの悪化で閉鎖され、Ｂ滑走路と誘導路Ａ２、Ｂ２、Ａ

１０、Ｂ１０及びＤとこれらがエプロン区域に繋がる誘導路だけが使用可能な



*20 Radar Approach Controlの略称で、ターミナルレーダー管制業務、進入管制業務及び着陸誘導管制業務を行

う機関又は施設をいう。防衛省や米軍で使われる用語である。

*21 ラプコンで使用しているレーダー画面を管制塔でモニターできるように設置された表示装置をいう。

- 13 -

状態であった。このため滑走路の運用は離着陸ともにＢ滑走路を使用して行わ

れていた。飛行場灯火は、気象状況に合った昼間の光度設定により、空港の運

用に必要な灯火が全て点灯されていた。

重大インシデントの現場はＢ滑走路上であった。

(2) 管制

航空交通管制業務は、同空港及び千歳飛行場を航空自衛隊航空支援集団航空

保安管制群千歳管制隊（以下「千歳管制隊」という ）が、両飛行場の間に位。

置する管制塔及びラプコン で実施している。管制塔にはタワーブライトディ
*20

スプレイ （以下「ブライト」という ）及びＡＳＤＥ表示装置が設置されて
*21

。

いる。タワーでは、地上管制席に設置されているＡＳＤＥ表示装置の画面を小

型カメラで撮影した映像を、タワーの空港内車両位置情報システム情報表示装

置に表示させ、暫定的にこれをＡＳＤＥ表示器として使用している。

重大インシデント発生当時、管制塔は６名の管制官により運用されていた。

当時は、降雪のため視程が悪く、管制塔から滑走路上のＡ機やＢ機は全く視認

できない状況で、管制官は、これらのレーダー機器により管制を行っていた。

(3) 重大インシデント発生当日の交通量

同空港の航空交通量は１日約３６０便である。重大インシデント発生当日は

積雪等の影響で６４便が欠航した。同日午前９時から同１２時までの間は、運

、 、 。航が予定されていた５４便のうち ５便が欠航 ２７便が３０分以上遅延した

２.６ ＤＦＤＲ及び操縦室用音声記録装置に関する情報

Ａ機には、米国アライド・シグナル社製のＤＦＤＲ（パーツナンバー：９８０－

４７００－００３）及び操縦室用音声記録装置（以下「ＣＶＲ」という。パーツナン

バー：９８０－６０２２－００１）が、またＢ機には、米国アライド・シグナル社製

ＤＦＤＲ（パーツナンバー：９８０－４７００－００３）及び米国ハネウェル社製Ｃ

ＶＲ（パーツナンバー：９８０－６０２０－００１）が装備されていた。

２５時間以上記録可能な両機のＤＦＤＲには、重大インシデント発生当時の記録が

残されていたが、２時間録音可能なＡ機のＣＶＲ及び３０分録音可能なＢ機のＣＶＲ

は共に上書きされ、重大インシデント発生時間帯の記録は残されていなかった。Ａ機

については再出発のための天候回復待ちの会話、Ｂ機については到着後の会話が記録

されていた。



*22 航空法第９９条及び同施行規則第２０９条の２に基づき、国土交通省航空局が運航者に対して提供する航空

情報の一部で、運航に必要な情報が収録されている。
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２.７ その他必要な情報

2.7.1 「TAKE-OFF」の用語の使用

(1) 国土交通省航空局が発行している航空路誌（ＡＩＰ ＪＡＰＡＮ） ENR*22

1.5.10の1.7.3の注には、次のように記述されている。

管制官は、離陸許可及び離陸許可の取り消し以外に通常「TAKE-OFF」の用

語を使用しない。

(2) 米国連邦航空局 FAA Order（通達） 7110.65S, Air Traffic Control,

4-3-1. DEPARTURE TERMINOLOGYには、次のように記述されている。(仮訳)

Avoid using the term "takeoff" except to actually clear an aircraft

for takeoff or to cancel a takeoff clearance. Use such terms as

"depart," "departure," or "fly" in clearances when necessary.

（航空機を実際に離陸させるか離陸許可を取り消す時以外は、"takeoff(離

陸)"という用語の使用は避ける。必要な時は "depart" や "departure" 又

は "fly" のような用語をクリアランスに入れ使う。)

(3) 同社の運航乗務員に配布され管制機関との交信要領が記載されているATS

HANDBOOK 3-2 離陸許可には、次のように記述されている （抜粋）。

"Take off" の用語は、"Cleared for take off" と "Cancel take off

clearance" の時以外は、使用しません。

2.7.2 離陸許可の用語

航空局が定めた管制業務処理規程Ⅲ管制方式基準（以下「管制方式基準」とい

う ）及び管制方式基準に準拠して航空支援集団が定めた保安管制業務処理規程Ⅲ。

管制方式基準（Ⅲ （以下「保安管制業務処理規程」という ）の飛行場管制方式２） 。

、「 」 、 。管制許可等には TAKE-OFF の用語使用については 次のように記述されている

（抜粋）

、 、 、なお これらの管制方式基準や保安管制業務処理規程には 2.7.1(1)に記述した

「管制官は、離陸許可及び離陸許可の取り消し以外に通常「TAKE-OFF」の用語を使

用しない」旨の記述はない。

「飛行場管制方式」

(1) 離陸許可は、次の要領により発出するものとする。

★ 風 [風向]度 [風速]ノット、滑走路[番号]、離陸支障ありません。

WIND [wind direction]（DEGREES）AT [wind velocity]（KNOT/S), RUNWAY



*23 管制方式基準及び保安管制業務処理規程では、平成１３年の改正まで、離陸時及び地上滑走時のジャンボ・

ジェット機に対しては 「CLEARED FOR IMMEDIATE TAKE-OFF」などの通常より急激な動作を必要とする指示は、

発出しないとされていた。

*24 ＰＩＣ(PILOT IN COMMAND)は、乗務を命じられた航空機の運航と安全に対し最終責任を有する機長資格者の

ことをいう。本重大インシデントにおいては、ＰＩＣは機長である。
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[number] CLEARED FOR TAKE-OFF.

(12) 間隔を設定するため必要な場合、航空機に対して離陸時又は地上走行時

において迅速な行動を指示することができる。

★ 直ちに離陸して下さい。
*23CLEARED FOR IMMEDIATE TAKE-OFF.

(13) 航空交通の状況その他の事由により、既に発出している離陸許可を取り

消すことができる。この場合、当該出発機に対し代替指示の発出及び必要な

場合はその理由を通報するものとする。

★ [代替指示] 離陸許可を取り消します。[理由]

[alternate instruction] CANCEL TAKE-OFF CLEARANCE [reason].

2.7.3 管制交信

2.7.3.1 管制交信の送信要領

管制交信における送信速度については、保安管制業務処理規程総則 ５電話通信

送信要領には、次のように記述されている （一部抜粋）。

(10) b 送信に当たっては、次の点に留意する。

(b) 送信速度は通信状況により適宜調整するものとするが、無線電話において

は１分間１００語を超えない平均した速度を維持する。

なお、2.1.1に記述した、１０時３２分３０秒にタワーがＡ機へ通報した際の送

信速度は、１分間１５５語（JAPAN AIR 502 は５語)に相当する速度であった。

2.7.3.2 管制交信の聴取と確認

同社のオペレーション・マニュアル（以下「ＯＭ」という ）第２章 運航の方針。

Supplement 飛行の実施の各留意点には、次のように規定されている （抜粋）。

(1) Cockpit Management およびCrew Coordination

(1) 各運航乗務員は，各自の意志を明確に表明し，相互に確認することに

よって，航空機の現状と各自の意図について，共通の理解を持つことが

重要である。PIC は、助言しやすい操縦室の雰囲気をつくるよう努め，*24

各運航乗務員は，PICが運航に係わる判断を下す際，積極的に有効な助言

を行う。

(6) 各運航乗務員はPFの指示を確認する。また，ATC Clearanceを受信した



*25 Aeronautical Information Manual of Japan のことで、主に日本の空域を飛行するために必要な基本的情

報、一般的な飛行の手順、ATCの方式などを記載したマニュアルであり、国土交通省航空局および気象庁の監

修のもとに編集され、社団法人日本航空機操縦士協会から１年に２回刊行されている。
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， ，際に PFは他の運航乗務員に対し受信内容を承知していることを知らせ

内容に疑義がある場合はATCへの確認をPMに指示する。

(2) ATC Clearance受領時の留意事項

(1）運航乗務員はATC Clearanceの内容を慎重に，かつ相互に確認する。

ATC Clearanceの内容に疑義を生じた場合，または運航の安全上変更が

必要であると判断した場合には，直ちに管制機関に確認または変更を要

求する。

(2）Clearanceを受領する際，運航乗務員は自機のCall signを付し，Read

backを行う。

(3) 離陸の開始

(2) Takeoff Clearance を受信した運航乗務員はＡＴＣに対し必ず復唱す

る。

(4) 運航乗務員は，Takeoff Clearance 受領を確認した後，離陸の操作を

開始する。

また同社のＯＭ第８章 管制通信Supplement管制交信通信要領には次のように規

定されている （抜粋）。

1. PF/PMは、発出された管制指示・管制承認の確実な理解に努め、双方の意見

が一致しなければ、安全上やむを得ない場合を除きそれを行動に移さない。

3. 離着陸に係る管制指示については、以下の要領にて実施する。

、 。(1) 当該機に対して発出された管制指示に対し PFは認識した旨PMに伝える

(2) PMは、管制指示に対してリードバックを行う。

(3) PFは、PMがリードバックした内容とPFとして認識している内容が一致し

ている場合には、その内容をCallする。

内容が異なる場合、または、内容の一致について確信が持てない場合、

PMに管制機関へのConfirmを指示する。

(4) PMは、PFのCallした内容について自分の認識と同じであれば、その旨を

PFに伝える。認識と異なる場合には、管制機関へConfirmを実施する。

2.7.3.3 復唱すべき管制許可等（参考）

ＡＩＭ－Ｊ には、管制交信において運航乗務員が管制機関に対し行う復唱につ*25

いて、次のとおり記述されている （抜粋）。

管制官が数等の正確な受信を確認する必要がある場合は、クリアランスの最
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後に“READ BACK”の用語を付けてパイロットにリードバックを要求する。

それ以外の場合には、規定上パイロットの自主的なリードバックは義務づ

けられていないが、次の項目については自主的に復唱すべきである。

イ）出発時のATCクリアランス

ロ）高度および経路に関する変更

ハ）ヘディングにかかわる指示

ニ）速度調整にかかわる指示

ホ）アプローチクリアランス

ヘ）ホールディングクリアランス

ト）トランスポンダーコードの指示

チ）アルティメターセッティング値

リ）離陸および着陸の許可（滑走路番号を含む ）。

ヌ）地上滑走（滑走路番号を含む 、滑走路への進入、および滑走路手前で）

の待機指示、滑走路横断等の許可

ル）周波数変更指示

2.7.4 運航乗務員の責任および任務

同社のＯＭ 第５章には、運航乗務員の責任および任務について、次のとおり記

述されている （抜粋）。

責任および任務(1)

１ 運航乗務員

2. 運航乗務員は，Crew Resource Management（CRM）の目的および重要

性を理解し，その実践に努める。CRMは安全で質の高い運航を達成する

ために全ての利用可能な人的リソース（運航乗務員，客室乗務員，運航

管理者, 整備担当者，航空管制官等 ，ハードウェアおよび情報を効果）

的に活用することをいう。

3. PICは，各運航乗務員の業務内容の密接な関連を認識し，業務配分の

適正化に努める。各運航乗務員は業務の実施にあたり，必要な確認およ

び報告を行い, 編成内における相互補完的機能を果たす。

4. PICが運航にかかわる判断を下すにあたり, 各運航乗務員は, 有効な

助言を行わなければならない。

２ ＰＩＣ

1．PICは，運航の実施にかかわる判断および運航全般を通じての指揮，

監督の責任を有する。

3. PICは，飛行計画に従い運航を実施するよう努める。
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4．PICは，乗員および乗員の実施する業務内容を統括し，的確な指揮を

とる。また，他の乗員の指導，育成に心がける。

４ 副操縦士

副操縦士は，運航の全般にあたりPICを補佐するとともに，PICに不測の

事態が生じた場合，直ちにその職務を継承する。

副操縦士業務の路線訓練／審査実施基準(2)

同乗する運航乗務員の責任および任務

(1) PIC

気象状況等の運航状況に応じ，機長資格者もしくは副操縦士資格者を

操縦席に，航空機関士資格者を航空機関士席に戻すことの要否を判断

し，指示を行う。

(2) PIC以外の機長資格者および副操縦士資格者

， ，操縦席にいる副操縦士候補者が 対処困難な事態に遭遇した場合には

PICとともに事態に対処する。

副操縦士の責任と任務（Supplement）(3)

3. 副操縦士は, 業務の実施にあたっては，常に自己の業務分担を明確に

認識するとともに，PICの業務についてもモニターを行い，PICに対し

。必要な確認ないし積極的な助言を行うよう努めること

2.7.5 Ａ機の操縦操作

(1) 同社の航空機運用規程（以下「ＡＯＭ」という 、NORMAL PROCEDURE に。）

は、離陸操作について次のように記述されている。

Pilot Flying Pilot Monitoring

客室乗務員またはSupernumeraryに離陸を開

始する旨通知する。

Departure Runway に進入する際 STROBE，
Light Switch を ON にする。

Transponder Mode SelectorをTA/RAにSetす

る。

機体をRunwayに正対させる。 Takeoff Clearance受領後 全ての Landing，
ND上で所望のRunwayにAlignしていることを Light Switchesを ON にする。

確認する。

"Takeoff"と呼称する。

Thrust Leverを約70％NlまでAdvanceする。

EngineをStabilizeさせる。

TO／GA Switch をPushする。

所望の Takeoff Thrust が Setされたことを確認する。
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Takeoff 中、Engine Instrument をMonitor

し Abnormal IndicationがあればCall Out，
する。

必要により 80ktまでにTakeoff Thrustを，
Adjust する。

（略）

(以下、省略)

(2) 同社のＡＯＭ、SUPPLEMENTARY PROCEDURES、Slippery Runway Operation

には、寒冷な気象における運航について次のように記述されている。

（一部省略）

RunwayまでのTaxiway上に，Snow，Slush，Ice，Standing Waterが存在し

ないことが確認できれば Flap を Takeoff Position に Set してよい。こ

， ，れらが存在する場合 または降雪時もしくは 0℃以下での降雨時であっても

原則としてRunwayに進入するまでにFlapのSetおよびFlight Control Check

を実施し，Before Takeoff Checklist を完了させる。ただし，気象状況に

より Flap Extend 後の凍結が懸念される場合には，Runway 進入後に実施し

てもよい。

Note：FlapがTakeoff Position にSetされた後，Fuel Crossfeed Valveが

Takeoff Configurationとなるまで約40秒を要する。

・Flight Control System の Check は極寒時には Bearing の油が凍結した

りCable SealがBindしたりすることがあるため，離陸滑走に移る前に充分

に実施する。

・上記を実施後 Before Takeoff Checklist を実施する。

・Engine Oil Temperature が Normal Range にあることを確認する。

・Icing Condition におけるTakeoff に際しては、Takeoff を開始する前に

Nlrpm を上げ（60％Nlが望ましい ，約30秒間保持し，Engine Parameter）

が安定していることを確認する。

2.7.6 同社におけるＣＲＭに関連する訓練等

同社におけるＣＲＭに関連する訓練、審査等については、運航乗務員及び訓練生

の資格、訓練及び審査に関する基準を定めた QUALIFICATIONS MANUALに、概ね次の

ように規定されている。

(1) 定期訓練及び定期審査とＣＲＭ

定期訓練では、機長及び副操縦士が１年毎に受ける地上座学訓練でＣＲＭ

向上の課目が行われる。



*26 Line Oriented Flight Training の略で、航空法施行規則第１６４条の２第１項で規定する国土交通大臣が

指定する訓練をいい、通常の運航乗務員編成により、Full Flight Simulatorを使用して路線運航における通

常状態、並びに発生する可能性のある異常状態及び緊急状態の模擬を行い、ＣＲＭを実施する能力の向上を目

的とした訓練をいう。

*27 技能審査に合格した日の属する月を技能基準月とし、その６月後の月のことをいう。

。*28 Fixed Base Simulator による訓練のことで、主として操作技量の付与を目的として行う訓練のことをいう

*29 Cockpit Procedure Trainer による訓練のことで、計器や操縦装置を実機と同じように配列した訓練用機材

で操作手順を訓練することによりシミュレーター訓練へ移行するための基礎を身につける訓練をいう。

*30 Full Flight Simulator による訓練のことで、主として操作技量、操縦技量の付与を目的として行う模擬飛

行訓練をいう。

*31 実用機の限定変更の訓練・審査を終了した運航乗務員訓練生に適用され、路線において最小５０～最大１０

０Legの経験及び１Leg以上の路線審査が実施される。
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機長が１年に２回受ける定期技能審査のうち１回はＬＯＦＴ で代替でき*26

るとされ、ＬＯＦＴは中間基準月 で実施される。副操縦士も、年１回ＬＯ*27

ＦＴを受ける。

(2) 副操縦士昇格訓練とＣＲＭ

副操縦士昇格訓練では、地上学科訓練、ＦＢＳ訓練 又はＣＰＴ訓練 、
*28 *29

ＦＦＳ訓練 、局地飛行訓練及び路線訓練 を受けるが、このうちＣＲＭに
*30 *31

関しては、路線運航（路線訓練）に従事してから１年以内に座学とＬＯＦＴ

が行われる。

（注１）Ａ機の訓練生はＣＲＭ導入訓練を副操縦士昇格訓練中に受ける予定

であった。

（注２）路線訓練では、訓練生は教官として指定されている機長と同乗の都

度、飛行後に運航等について評価を受けることになっている。

(3) ＣＲＭに関する訓練の基準

1．ＣＲＭイントロダクション

初めての路線運航に従事する運航乗務員に対し、表９－２－１の訓練

を実施する。

２．ＣＲＭセミナー

ＣＲＭイントロダクションを終了している運航乗務員に対し、表９－

２－１の訓練を実施する。

３．定期訓練

ＣＲＭイントロダクションを終了している運航乗務員に対し、表９－

２－１の訓練を年１回実施する。



*32 Ground Schoolの略で地上学科訓練のこと。
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表９－２－１ 運航乗務員に対する訓練

1．ＣＲＭイントロダクション

区 分 時間または回数 備考

GS 12 + 00*32

（注）原則として、路線運航に従事する前に実施する。ただし、やむ

を得ない場合は初めて路線運航に従事した日から１年以内に実

施する。

２．ＣＲＭセミナー

区 分 時間または回数 備考

GS 30 + 00

（注）原則として、初めて路線運航に従事した日から１年以内に実施

する。

３．定期訓練

区 分 時間または回数 備考

GS 1 + 00

FFS 1 + 00以上

（注）FFSは、原則としてLOFTにおいて実施する。

注）航空局通達の定める必要時間は、ＣＲＭ初期訓練が６時間以上、定期

訓練は３０分以上、セミナーについての規定はない。

2.7.7 滑走路面が雪氷により滑りやすい状況における進入機の管制間隔

千歳管制隊によれば、雪氷により滑りやすくなっている滑走路に到着する航空機

と後続機との管制間隔の設定は、特に規定されたものはないが、到着機の着陸後の

滑走路占有時間の長さにより、概ね次のような目安で行っている。

滑走路の状況又はブレーキングアクション 先行機との管制間隔

ＤＲＹ又はＷＥＴ 約６nm

視程が悪化 約８nm

Medium to Poor １２～１５nm

Poor 約２０nm

Very Poorかそれに近い状態 約３０nm



*33 事故時の負傷により、後に亡くなった乗客を含む。
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2.7.8 過去に発生した参考事例

（ 、 ）(1) テネリフェ空港での事故 ＩＣＡＯサーキュラー153-AN/56を要約 仮訳

昭和５２年３月２７日、スペイン領テネリフェ島の空港で離陸滑走中のＫ

ＬＭ航空とパンアメリカン航空のボーイング式７４７型機同士が、滑走路上

で衝突し計５８３ 名が死亡した。空港は濃霧で視程が悪化する状況であっ*33

た。事故は、誤解を招きかねない用語「OK,..STAND BY FOR TAKE-OFF」を管

制官が使用し、ＫＬＭ機の機長が無線の混信により「STAND BY FOR TAKE-OFF｣

が聴き取れず、離陸許可が発出されていると誤認し、離陸許可を受けずに離

陸滑走を開始したため発生したと考えられる。また、ＫＬＭ機の航空機関士

が機長にパンアメリカン機が滑走路から出たかどうかについて疑問を呈した

ことに対し、機長は出たと断定していた。

「TAKE-OFF」の用語は管制承認時には使用を避けること及び管制承認と離

等が勧告されている。陸許可の発出は適切な時間間隔を設けること、

(2) ＮＴＳＢが最初にＣＲＭの有用性を勧告した事故（航空安全におけるヒュー

マン・ファクターの調査研究報告書、航空振興財団、平成６年３月、抜粋）

昭和５３年１２月２８日、ユナイテッド航空のダグラス式ＤＣ－８－６１

型機がポートランド空港に進入中にギアトラブルが発生し、脚下げ操作を実

施中に燃料枯渇のため、空港から６nmの地点に墜落した。

ＮＴＳＢは、報告書の中で次のように指摘している 「クルーは、ギアト。

ラブルに集中し、おそらく計器スキャンが狭まっていた。航空機システムが

故障した際、コックピットマネージメントとチームワークが崩れ去った

（breakdown）が、これは、何度も繰り返されている問題である。この問題

に対処するためには、故障が解決される間は責任をクルーで分担するべきで

あるが、本事故では、燃料状態をモニターする責任は明確には誰にも委ねら

れていなかった。また、機長の権威とマネージメントスタイルが他のクルー

に微妙な圧力を及ぼした可能性がある。各人がイニシアチブを持ち、懸念を

効果的に述べることを訓練に取り入れるべきである。推定事故原因は、機長

が燃料状況を適切にモニターしなかったこと、及び他クルーの注意に適切に

対処しなかったことである。機長の注意が燃料に向けられなかったのは、ラ

ンディングギアの故障と緊急着陸の準備に夢中になってしまったからである。

関与要因は、他の二人のクルーが燃料の危機的状況を十分に理解せず、また

彼らの懸念を機長にうまく伝えなかったことである 」。

(3) 米国ワシントンＤ.Ｃ.における降雪中の離陸で川に墜落した事故（ＮＴＳ
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Ｂ Summary of Air Florida 90 から要約、仮訳）

昭和５７年１月１３日、ボーイング式７３７型機が、ワシントン・ナショ

ナル空港を離陸直後、滑走路端から約１.２kmのポトマック川に墜落した。

この事故で乗員乗客の計７４名と地上の４名、計７８名が死亡した。

この事故の原因は、エンジン防氷装置の使用方法を誤ったこと、翼上に雪

氷が積もっていたにもかかわらず離陸の決断をしたこと及び離陸の初期に機

長が異常なエンジン計器の読みに注意をとられ離陸を中止しなかったこと、

関与要因は、降雪の中で離陸許可受領まで時間を要したこと、運航乗務員の

冬期運航の経験が限られていたこと等である。

(4) 新千歳空港におけるＪＡＬ１０３６便管制指示違反（同社の当該事案に係

る報告書より要約）

平成１７年１月２２日、新千歳空港のＡ滑走路で、夜間に降雪で視程が悪

い中、東京国際空港行きのボーイング式７７７－２００型機が、離陸許可を

受領しないまま離陸滑走を開始した。この要因は、管制交信に係わるヒュー

マンエラーの連鎖（機長および副操縦士が誤りに気付かなかったこと）の防

止手順が確立されていなかったこと、および離陸直前のワークロードの増加

によるモニタリング能力の一時的低下があった。

(5) 名古屋飛行場での重大インシデント（航空重大インシデント調査報告書

ＡＩ０７－２－２より要約）

平成１８年１１月１０日、小型機（機長の総飛行時間９,２００時間）が

出発時、誘導路で待機を指示されていたが、管制塔が「EXPECT DEPARTURE

AFTER ARRIVAL MU300 APPROACHING LEFT BASE FOR FULL STOP」と情報を通

、 、 「 」報したところ EXPECT を EXPEDITE と聞き違え 小型機がタワーへ ROGER

と回答し、急いで停止位置標識を越え滑走路に進入したため、着陸許可を受

けて進入中の定期便が復行した。

2.7.9 “構え”について

「 」（ 、 、 ） 、心理学事典 平凡社 平成７年１１月３０日 １０７～１０８頁 によれば

“構え”について、次のとおり記述されている （抜粋）。

Set, Mental Set（英）特定の認知や特定の反応に対する準備状態を構えと

いう。

構えは特定の刺激に対する注意や,「用意！」といわれて「どん」の合図を

待つときのような特定の行動反応のための身構え，あるいは思考過程の方向づ

けなど その機制も必ずしも一様でない。，（中略）

（構えの効果）構えはその構えの向けられた認知や反応の出現を促進すること
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を通じて，課題の達成を促進したり妨害したり,または課題達成のされ方を変

（中略）えたりする。

2) 知覚判断に及ぼす構えの効果 ブルーナー Bruner, J. S.らによれば，Ｂ

とも13とも見える図形を短時間に提示したとき，その前に文字系列を提示され

ていた者の多くはこれをＢと同定し，見えた図の正確な模写を求められてもす

き間のないＢを描く者が多かった。直前に数字の系列を与えられていた者は同

じ図形をほとんどが13と読み1と3と離して描いた。このように先行経験や教示

や動機づけは知覚の構えを変え，それを通じて知覚判断を変える。

2.7.10 ＳＲＫモデルについて

「人間工学の百科事典 （丸善株式会社、平成１７年３月３０日発行、３３４～」

） 、 、 。（ ）３３５頁 によれば ＳＲＫモデルについて 次のとおり記述されている 一部

J.Rasmussenが提唱した人間行動の分類。次のような三つのカテゴリーからな

り, 人間の思考・判断レベルを分析する際に有用である。

スキルベース（skill based): 行動パターンとして意識しないで実行される行

動。たとえば, 変化するものを目で追っていくとか, 簡単な組立て作業での手の

動かし方などがそれにあたる。注意や制御といった作業者が意識した思考プロセ

スはない。熟練した作業ともいえる。

ルールベース（rule based): 教育や訓練などを通じて培ったルール（たとえ

ば作業手順）に基づいて実行される行動。そのルールを用いた意図形成を行って

いる点がスキルベースとは異なるが, その境界は判別しにくい。

ナレッジベース（knowledge based): 過去に経験がない, あるいはほとんど経

験がないといった不慣れな状況などにおける, 試行錯誤や状況の理解, 効果の予

測などを実行する行動。簡単にいえば、与えられた情報を基に考えをめぐらし,

答えを模索し, 行動を決定するという, 思考・判断を伴う行動といえる。

ナレッジベース 解 釈 予測・評価 目標決定 手順だて→ →

↑ ↓

ルールベース 認 識 状況と作業の結合 規則との対応づけ→ →

↑ ↓

特徴抽出 自動的な感覚-動作パターン→

スキルベース

↑ ↓

入力情報 行動

ＳＲＫモデル



*34 “Assertion”のことで、自分の意見をはっきり述べることをいう。

*35 同社のＯＭによれば、路線訓練の際に同乗する副操縦士資格者のことで、操縦席の副操縦士候補者（訓練

生）が対処困難な事態に遭遇した場合にＰＩＣとともに対処することとされている。
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2.7.11 路線訓練に関する運航乗務員の意見

本重大インシデント及び小松空港で路線訓練中に許可を得ないまま停止線を越え

て滑走路へ進入したインシデント（平成２０年３月４日）の発生後、同社は、路線

訓練を伴う運航に関し、訓練生を含む全運航乗務員へのアンケート及び教官と訓練

生とのミーティングを実施した。その結果、運航乗務員から寄せられた主な意見の

趣旨は、評価が気になりアサーション しにくい、コミュニケーションがとりにく
*34

い雰囲気がある、ワンマンオペレーションになることがありＣＲＭが実施されてい
*35

ない、教育訓練に集中するあまりATC交信などへ影響することがある、SAFETY FO

の役割が明確でない、等であった。

2.7.12 重大インシデント前後の遅延状況

重大インシデント発生（１０時３３分ごろ）前後に予定時刻より３０分以上の遅

延が発生した状況は、下表のとおりであった。(一部）

到 着 便 出 発 便

便 名 出発地 予定時刻 着陸時刻 便 名 目的地 予定時刻 離陸時刻

09:15 10:01 09:30 14:51ADO13 東京国際 ANA54 東京国際

10:45 11:15 09:50 10:27JAL2001 大阪国際 ANA704 中部国際

10:45 11:24 10:00 10:42JAL2903 仙 台 SKY708 東京国際

10:50 11:48 10:00 10:47SKY707 東京国際 JAL506 東京国際

11:05 11:39 10:10 12:46ANA57 東京国際 ADO16 東京国際

11:20 12:29 10:15 10:54JAL515 東京国際 ANA722 仙 台

11:40 14:40 10:25 11:00ANA867 旭 川 ANA766 新 潟

11:45 12:41 10:25 14:22ADO15 東京国際 ANA1712 関西国際

11:50 12:20 10:30 15:30JAL517 東京国際 ANA56 東京国際

11:50 15:02 10:45 15:06CSN651 仙 台 JAL508 東京国際

11:55 15:47 11:05 15:37ANA721 仙 台 JAL510 東京国際

2.7.13 滑走路への誤進入や誤出発の防止に関する航空局による対策

国土交通省航空局は、滑走路への誤進入や誤出発を防止するため、運航者への通

達や事案関係者へ注意を行う等により再発防止に努めてきた。
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特に、最近発生した同種事案に対し航空局が発行した通達や設置した検討会議等

の概要は、下記のとおりである。

(1) 「管制交信の確実な実施等について （通達、平成１７年３月９日付け）」

平成１７年１月２２日、2.7.8(4)に記述した、新千歳空港において発生し

た離陸許可を受領しないまま離陸滑走を開始したため管制機関から停止指示

を受けた事案に対し、管制機関との交信、聴取内容の相互確認を確実に実施

するよう、運航乗務員に対し再徹底を図ることを、本邦航空運送事業者へ要

請した。

(2) 「大阪国際空港における管制トラブルに関する調査検討タスクフォース」

（平成１９年１０月１０日～１２日、現地調査）

大阪国際空港において発生した、平成１９年９月６日（許可なく滑走路を

横断）及び１０月５日（Ｂ滑走路への着陸許可でＡ滑走路に着陸）の管制ト

ラブルを受けて、大阪空港事務所において調査を行い、平成１９年１０月

「 」、「 」１９日 把握した事実関係 今回のトラブルの背景として留意すべき事項

及び「改善すべき事項」について中間報告を公表した。

(3) 「管制機関に対する管制指示の確認について （通達、平成１９年１０月」

２２日付け）

平成１９年９月６日及び１０月５日、大阪国際空港において発生した管制

トラブルを受けて、管制指示について疑問を感じたとき、乗員間で認識に差

異が有るとき等は、躊躇せず管制機関に対して確認を行うことについて、及

び同年１０月２０日、関西国際空港で管制指示を受けずに滑走路に航空機が

誤進入し、当該滑走路へ着陸許可を受けて着陸進入中だった他機が復行する

事案を受けて交信内容に疑義がある場合に確認をすることについて、いずれ

も周知徹底するよう本邦航空運送事業者へ要請した。

(4) 「管制機関に対する確実な復唱の実施等について」(通達、平成１９年

１０月３１日付け)

平成１９年１０月２０日、関西国際歳空港において発生した、管制指示を

受けずに滑走路に航空機が誤進入した事案に関し、次の事項を本邦航空運送

事業者へ要請した。

1． パイロットが管制官の使用した用語と異なる用語を使用して復唱するこ

とは、パイロットと管制官との間の意志疎通の齟齬を生じさせる事由にな

る可能性が考えられることから、管制官が発出した指示等に対してパイロ

ットが復唱する場合には、当該指示等に関する用語を使用して復唱を行う

こと。

2． 管制指示について疑問を感じたとき、乗員間で管制指示に関する認識に
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差異があるとき等は、躊躇せず管制機関に対して確認を行い、管制指示を

明確に理解することが重要である。また、当該確認を行う際には、管制官

の認識を助けるため、可能な限り確認を求める理由を付すこと。

(5) 「滑走路誤進入防止対策検討会議 （平成１９年１２月１８日、第１回会」

合開催、平成２０年３月２８日、取りまとめ公表）

平成１９年９月から１１月の間に、大阪国際空港、関西国際空港、中部国

際空港において相次いで航空機が滑走路に誤進入する事案が発生した。これ

らは、航空交通が輻輳しており、即時の対応が求められる離着陸等が行われ

る空港において、管制官又はパイロットのヒューマンエラーが介在して生じ

たという点において共通しており、このような事案の再発を防止するため、

所要の対策を講じる必要がある。このため、航空局及び運航関係者が共同し

て、実務者である管制官やパイロットの意見等も踏まえて、滑走路誤進入防

止に関する諸課題を把握し、管制官とパイロットの交信に関する運用上の工

夫や管制官の状況把握を支援するシステムの整備等ソフト・ハード両面にわ

たる対策を検討した結果及び「滑走路誤進入防止対策推進チーム（仮称 」）

。を設置し、滑走路への誤進入に対し取組みを行っていく

３ 事実を認定した理由

３.１ 航空従事者技能証明等

Ａ機の機長、副操縦士及び訓練生、並びにＢ機の機長及び副操縦士は、適法な航空

従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。なお、Ａ機の機長と副操

縦士及び訓練生は、2.2.1の記述のとおり、飛行経験や年齢に大きな差があった。

３.２ 航空管制技能証明書等

、 。タワーの管制官は 必要な航空管制技能証明及び身体検査合格証明書を有していた

３.３ 気象の状況

本重大インシデント発生当時の気象状況は、２.１に記述した運航乗務員及び管制

官の口述並びに２.３に記述した航空気象観測値等によれば、しゅう雪のためＲＶＲ

はＡ機の離陸のための最低気象条件は上回っていたが、一時的にはタワーからエプロ

ン地区も見えない低視程の状態であり、気温－４℃、ブレーキングアクションは全域

が雪氷で MEDIUM TO POOR であったことから、Ａ機及びＢ機の機長は、ホワイトアウ



*36 雪、霧や雲などによって視界内が白一色となり、姿勢、位置及び方向が識別不能となる状態のことをいう。
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ト やブレーキ操作による滑走路等からの逸脱等に対して警戒するとともに、機体へ*36

の積雪・着氷等に配慮し、自機の安全確保のため全力を尽くしていたものと推定され

る。

また、2.1.1に記述したＢ機の対地速度がゼロとなっていたことと、2.1.2(4)に記

述したＢ機の機長が「停止したという認識はない」と口述していることとの関係につ

いては、自機が停止していても、吹雪によりあたかも走行を継続していたとＢ機の機

長が感じたことによる可能性が考えられる。

Ａ機が離陸滑走を開始したころは、降雪で視程が悪く、Ａ機からは滑走路上にいた

Ｂ機を視認できなかったものと推定される。

３.４ Ａ機の運航乗務員に関する要因

(1) 機長への負荷（管制情報受領前）

機長には、滑走路上で待機中に、次の各項に記述する、通常よりも大きな負

荷となり得る環境が存在したものと推定される。

① 2.7.5(2)に記述した、寒冷な気象における運航の手順を実施する必要があ

り、通常より行うべき手順が多い運航であったこと。

② MEDIUM TO POOR の滑りやすい雪氷滑走路等での運航であったこと。

③ 訓練生との運航であり、教育や評価が必要であったこと。

さらに、機長には、次の各項の時間管理に関する負荷が掛かっていた可能性

が考えられる。

① 機体の除雪等のため飛行計画書の時刻より移動開始時刻が約５０分遅れた

こと。

② 移動開始から滑走路へ入るまで通常より長い約３５分かかったこと。

③ 2.7.8(3)の事例のような翼上面への積雪による危険を認識しつつ、離陸許

可の発出を望む状況のなかで、ホールド・オーバー・タイムの目安が最長で

１０時４７分であったこと。

④ 離陸許可が発出されても、2.7.5(2)に記述した、エンジンのパラメーター

確認に約３０秒を要することから、最終進入中のＣ機との間隔がなくなるお

それがあったこと。

⑤ Ｂ機の着陸後、Ａ機が滑走路中心線に正対し停止してから相当の時間（約

２分２０秒）が経過していたこと。

これらのことから、機長は、離陸のために最も重要な滑走路クリアーの視認

が不可能な中、2.7.9に記述した 「離陸許可」を待つ“構え”の心理状態にな、
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っていたものと考えられる。

気象状況の悪い中での訓練生との運航については、2.7.4(2)の の記述の(1)

とおり、機長自身への負荷軽減を考慮すれば、訓練生の訓練を中止して副操縦

士と交代させる方法もあったものと考えられる。

(2) 機長が錯誤した要因（管制情報受領時）

２.４に記述したとおり、本重大インシデント発生当時、航空機と管制との

通信状況は正常であった。

機長は、管制官から次にくる通報は離陸許可であろうと明確に予期して、離

陸許可を待つ“構え”の心理状態であったところ、１０時３２分３０秒、管制

官からＡ機に、「JAPAN AIR 502, EXPECT IMMEDIATE TAKE-OFF, TRAFFIC LANDING

ROLL AND INBOUND TRAFFIC 6 MILES」が通報された。

機長は管制官が発したこの管制情報を「離陸許可」と錯誤したものと考えら

れる。この錯誤については、前述の離陸許可を待つ“構え”の心理状態であっ

たところに、管制官が「TAKE-OFF」という用語を用いたため、機長は2.7.1の

記述のとおり「TAKE-OFF」の用語は「離陸許可」であるという認識があり、ま

たこの用語は他の場合には使用されないと確信していたことから、機長の注意

が交信の他の部分に向かず 「TAKE-OFF」という単語から「離陸許可」が発せ、

られたと解釈し CLEARED FOR の有無について確認を意識することなく 離、「 」 、「

陸許可」を受けたと錯誤したものと考えられる。その上、「TRAFFIC LANDING

ROLL」が聴き取れていないことから 「離陸許可」に疑問を持つことがより困、

難であったものと考えられる

しかも「IMMEDIATE TAKE-OFF」は、2.7.2の 記述のとおり、管制官が(12)の

「 」とさ航空機に対して離陸時において迅速な行動を指示することができる。

れていることから、機長はＡ機とＣ機の安全間隔確保のため「迅速な離陸」が

要求され、この指示に迅速に従う必要があると判断し、2.7.3.2(3)に記述の

「 」Takeoff Clearance を受信した運航乗務員はＡＴＣに対し必ず復唱する。

について復唱が行われていないにもかかわらず、離陸操作を開始する対応を優

先したものと推定される。

この機長の対応は “構え”の心理状態にあったことから、聞きたい用語の、

特徴を認識して反応したものであり、2.7.10に記述したＳＲＫモデルのルール

ベースの中でも極めてスキルベースに近い反射的な対応（錯誤）であった可能

性が考えられる。

機長は、管制情報の通報を最後まで受信しないうちに（１０時３２分３２

秒 、2.7.5(2)に記述したエンジンパラメーター確認のため、既に推力を増加）

させていた第２及び第３エンジンに加え、第１及び第４エンジンの推力を増加
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させ始めた。この推力増加操作により、一時的に機長の注意力がエンジン計器

に向いたことも、機長が管制情報を正確には聞き取れなかった要因となったも

のと考えられる。

また、パラメーター確認は推力を増加後に約３０秒間保持して行うべきとこ

ろを、2.1.2(1)の機長の口述によれば、見切り発車のように離陸操作を優先し

たと述べており、進入中のＣ機との間隔が狭まることを考慮しての判断があっ

たものと推定される。2.1.1に記述したとおり、推力増加の２２秒後（１０時

３２分５４秒）にＮ１が離陸推力まで急増していることから、機長は、この時

にTO/GAスイッチを押したものと考えられる。

（ ）(3) 機長以外の運航乗務員が管制情報を聞き取れなかった要因 管制情報受領時

2.1.2に記述したＡ機の運航乗務員の口述から、機長以外の運航乗務員も管

制情報を正確に聞き取れていなかった。これについては、次の要因によるもの

と考えられる。

① Ｂ機の着陸後、Ａ機が滑走路中心線に正対し停止してから相当の時間が経

過していたため、管制官から次にくる通報は離陸許可であろうと予期してい

たこと。

② 管制官が「TAKE-OFF」の用語を用いたこと。

③ 管制官からの管制情報の通報を最後まで受信しないうちに、機長が第１及

び第４エンジンの推力を増加させたため、運航乗務員の注意が一時的にエン

ジン計器に向いたこと。

④ 管制官の提供した情報はＡ機、Ｂ機及びＣ機にかかわる３機分の情報が連

続して含まれ、かつ 2.7.3.1に記述したとおり、送信速度が速かったこと。

しかしながら、２.６に記述したとおり、ＣＶＲが上書きされていたため当

時の操縦室内の録音が残っておらず、この管制情報が正確に聞き取れていなか

った要因を特定することはできなかった。

(4) 機長が錯誤から回復できなかった要因（管制情報受領後）

機長が錯誤から回復できなかった要因として、次の各項の可能性が考えられ

る。

ATC Clearanceを受信した際に、PFは他① 機長は、2.7.3.2(1)に記述した 「、

の運航乗務員に対し受信内容を承知していることを知らせ、内容に疑義があ

」 、「 」る場合はATCへの確認をPMに指示する。とのＯＭの規定については ROGER

とコールし受信を承知したことは知らせてはいたが、受信したと確信したク

リアランス内容について疑義を感じていなかったことから、管制機関への確

認を指示せず、このため管制機関から指示や訂正等の再送がなかったこと。

② 機長は、受領したと確信した「迅速な離陸の指示」を、2.7.3.2(2)に記述
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Clearanceを受領する際、運航乗務員は自機のCall signを付し、Readした、「

」というＯＭの規定を訓練生が実施しなかったことに気付きなbackを行う。

がら注意しなかったこと。

運航③ 機長は、2.7.3.2(2)に記述した、ATC Clearance受領時の留意事項 「、

」 、乗務員はATC Clearanceの内容を慎重に かつ相互に確認する、 。については

「IMMEDIATE」が含まれていたため、離陸操作の迅速な開始を優先し、受領

したと確信した「迅速な離陸の指示」を運航乗務員間で慎重に相互に確認す

ることを行わなかったこと。具体的には、離陸操作開始前に、受領したと確

信した「CLEARED FOR IMMEDIATE TAKE-OFF」の管制指示を乗務員間で確認す

ることなく「TAKE-OFF」とコールして離陸操作を開始したこと。

④ 以下の(5)～(7)で述べるように、副操縦士及び訓練生から機長に対する助

言がなく、また、副操縦士から訓練生に対する助言もなかったこと。

(5) 訓練生が機長へ助言ができなかった要因（管制情報受領後）

2.1.2(3)の口述から、訓練生は「CLEARED FOR」の用語は聞いていないと述

べていることから 離陸許可を受領したとは考えていなかったため 2.7.3.2(2)、 「

に記述した「 （復唱）を行わなかったものと考えられる。したがっRead back」

て訓練生は、受領した通報内容が離陸許可と誤認していなかったものと考えら

れる。

しかしながら、機長が「TAKE-OFF」とコールしたことは、機長は離陸許可を

受領したと錯誤していることを示しており、訓練生は、このコールを聞いた時

点で躊躇することなく、離陸許可は受領していない旨を機長に指摘すべきであ

ったが、できていなかった。

訓練生が機長に対し指摘できなかったことについては、次の要因が考えられ

る。

① 訓練生が2.7.6(3)に記述したＣＲＭ導入訓練を未だ受けていなかったこと。

② 機長が離陸操作を開始したことにより、受領した通報が離陸許可でないこ

とへの自信が揺らいだこと。

③ 訓練生の運航経験が機長に比較して極めて少ないことを認識し、機長への

依存があったこと。

④ 機長から飛行の評価を受ける立場であったことから、機長が開始した離陸

操作のＰＭとしての業務を遂行しようとしたこと。

⑤ 機長の離陸操作が迅速で、時間的な余裕がなかったこと。

⑥ 管制へ「ROGER」と回答したが、機長及び副操縦士から何も指導がなかっ

たこと。

⑦ 機体が離陸滑走を始めた後には、停止を求めることに大きな心理的抵抗が
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あったこと。

(6) 副操縦士が機長へ助言ができなかった要因（管制情報受領後）

2.1.2(2)の口述から、副操縦士は、管制官の発した交信に含まれていた

「IMMEDIATE TAKE-OFF」の用語に疑義を感じ、訓練生の「ROGER」という回答

も聴取できなかったが、機長が自分の判断のみで迅速に離陸操作を開始したた

め、疑義を反芻しながらも、後続機が接近していることを認識し、機長と訓練

生による運航を阻害しないようにしているうちに時間的余裕がなくなり、機長

へ再確認が必要である旨の助言ができなかったものと考えられる。

離陸許可受領の有無は最優先で確認すべき事項であり、2.7.4(1)４の記述の

副操縦士は、運航の全般にあたりPICを補佐する 、とおり 「 」とされており、 。

副操縦士は離陸許可受領に疑義がある旨を直ちに機長に対して助言すべきであ

った。

(7) 副操縦士が訓練生に助言できなかった要因（管制情報受領後）

操縦席にいる副操縦士候補2.7.4(2)の記述のとおり、副操縦士資格者は 「、

」と者が、対処困難な事態に遭遇した場合には、PICとともに事態に対処する。

、 、されており 副操縦士は訓練生に離陸許可について再確認するよう指導するか

時間的余裕がない場合には訓練生の交信をオーバーライドして自ら再確認すべ

きであった。

しかし、副操縦士は訓練生が「ROGER」と回答したのを聞き逃しており、

「IMMEDIATE」と「TAKE-OFF」が含まれていた管制情報について考えを巡らし

ている間に、機長が「TAKE-OFF」とコールし、(6)に記述したとおり、副操縦

士も後続機との管制間隔が狭まってきていたことは認識できていたことから、

PICに対し必要な確認ないし積極的な助言を行うよう努2.7.4(3)に記述した 「、

」についても、機長と訓練生による離陸操作の流れを優先したものとめること

考えられる。

(8) ＣＲＭ体制

同社のＯＭには、2.7.4及び2.7.6 に記述したとおり、ＣＲＭにより安全で

質の高い運航を達成するための方針及びその運用方針や訓練の基準等が示され、

また、2.7.3.2に記述したとおり、機長の判断に対して積極的に助言を行うこ

とや管制交信時に疑義がある場合の確認や復唱等について規定されている。し

かし、本重大インシデント時 「離陸許可の受領」に関しては、機長に対し助、

言や確認が行われておらず、2.7.8(2)の参考事例のように、アサーションを含

む乗務員間のコミュニケーション（ＣＲＭ）が適切に行われていなかった。

(1) 各運航乗務員は、各自の意志をこのことは、2.7.3.2(1)に記述された「

明確に表明し、相互に確認することによって、航空機の現状と各自の意図につ
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いて、共通の理解を持つことが重要である。PICは、助言しやすい操縦室の雰

囲気をつくるよう努め、各運航乗務員は、PICが運航に係わる判断を下す際、

」というＯＭの規定について、同社ではＣＲＭ訓積極的に有効な助言を行う。

練は行われているものの路線訓練においてはＣＲＭを十分に発揮できる環境で

はなかったものと推定される。

同社では本重大インシデント以外でも、2.7.11に記述したように、路線訓練

中には機長に対しコミュニケーションが取りにくい雰囲気がある等の意見があ

ることからも、錯誤した状態に陥った機長の誤った判断・行動への助言を積極

的に行う運航乗務員のＣＲＭ体制が十分には確立されていなかったものと考え

られる。

また、上記(4)～(7)のことは、2.7.3.2(3)に記述した「(4) 運航乗務員は、

Takeoff Clearance 受領を確認した後、離陸の操作を開始する 」というＯＭの。

規定が確実に行われているとは言えない状況を示している。

３.５ 管制官に関する要因

(1) 「TAKE-OFF」の用語の使用

2.7.1(1)に記述したとおり 「TAKE-OFF」の用語は離陸許可及びその取り消、

し時以外には通常使用しないとされていることから、管制官が１０時３２分

３０秒に通報した管制情報は、運航乗務員に管制情報を離陸許可と誤認される

可能性があったと考えられる。

しかしながら、2.7.2に記述した管制方式基準及び保安管制業務処理規程に

は、離陸許可発出時か離陸許可取り消し時以外に「TAKE-OFF」の用語を使用す

ることを避ける旨の記述はないこと及び2.7.8(1)に記述のテネリフェでの事故

については当該管制官は知らなかったことから、当該管制官は「TAKE-OFF」の

使用は錯誤を導くおそれがあることについて教育を受けていなかったものと考

えられ、したがって、当該管制官はＡ機への情報提供時に特段の認識のないま

ま「TAKE-OFF」を使用したものと推定される。このことから、管制官と運航乗

務員の間に「TAKE-OFF」使用に係る認識が異なっていたものと推定される。

(2) 管制官がＡ機に情報提供をした要因

2.1.3の管制官の口述から、１０時２８分４５秒に着陸したＢ機と最終進入

中のＣ機との間には、2.7.7に記述した間隔が確保されていた。しかし、１０

時３０分１１秒にＡ機がＢ滑走路に入った時点では、着陸したＢ機が滑走路離

脱に時間を要し、さらに当日は離陸機の離陸滑走開始までに時間を要していた

ことから、管制官は、Ｃ機とＡ機との管制間隔が確保できなくなる可能性があ
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るという心理的な圧迫を受け、Ａ機に対し離陸許可を発出したら直ちに対応が

必要である状況を理解させたいと考え、その旨の情報を通報したものと推定さ

れる。

、 、 、また 管制官からの情報提供は 滑走路離脱に時間を要していたＢ機に対し

早期の滑走路離脱を暗に促す効果を期待していた可能性も考えられる。

(3) 管制情報通知の必要性

Ａ機への管制情報の通知は 2.1.3に記述のとおり 管制官が予めＡ機に 迅、 、 「

速な離陸を予期させる」ために行ったものと推定されるが 「TAKE-OFF」では、

なく「DEPARTURE」の用語を用いるべきであった。

また、2.1.2.(1)～(3)に記述したとおり、Ａ機の運航乗務員は離陸許可を待

っていた状況にあり、管制情報の通知は重要ではあるが、使用する用語や送信

速度等には十分配慮する必要があったものと考えられる。

さらに、2.1.3に記述した管制官の口述によれば、本重大インシデント発生

直前、管制官は、それまで行っていた進入・着陸機への「REPORT CLEAR OF

ACTIVE （滑走路を離脱したら報告をせよ）をＢ機以降に求めていなかった。」

これは、それまでの着陸機からの滑走路離脱通報がＡＳＤＥ表示器の情報と異

なっていたことによるものであるが、そのため、管制交信を聴取していても降

雪の中で、Ａ機の運航乗務員がＢ機の動きを把握できなかったものと考えられ

る。このように、管制官本人が情報を必要としない場合でも、本重大インシデ

ント時のような悪天候下では、他機にとって有用な情報もあるので、これに配

慮する必要もあると考えられる。

さらに、2.1.1に記述のＤＦＤＲ記録から、Ｂ機は着陸から滑走路離脱まで

時間を要していたことから 「気象状態により滑走路離脱に時間がかかる」旨、

を、管制官とＢ機の運航乗務員が交信していれば、Ａ機の運航乗務員がＢ機が

依然滑走路上にいたことを把握できたことが考えられる。

(4) 管制官への負荷

2.1.1に記述したように、本重大インシデント発生直前には、タワーが担当

する離陸のため待機中の航空機が５機となっていた。また、２.５(1)に記述し

たように、当時は使用可能な滑走路や誘導路が限られる等により運航条件が厳

しい中、2.7.12に記述したように、航空機の遅延が発生していた。

さらに、２.５(2)に記述したように、管制官からは地上で待機している航空

機や進入中の航空機を目視で確認できない気象条件であり、管制官は主にＡＳ

ＤＥ表示器とブライトを見比べながら管制を行っており、通常の目視による管

制とは異なる運用であった。

、 。これらのことから 管制官には大きな負荷が掛かっていたものと推定される
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３.６ ＲＴＯ

、 、 、2.1.1に記述したとおり １０時３２分４３秒 Ａ機は離陸のための滑走を開始し

既に着陸していたＢ機は滑走路上のＢ３とＢ２の間を走行していた。

１０時３２分５９秒、管制官が、Ａ機が動き出したのをＡＳＤＥ表示器で確認した

ので、直ちにＡ機に停止指示を発出し、Ａ機の訓練生が停止指示の受信証を直ちにタ

ワーに送信し、直後にスピード・ブレーキが作動し、エンジンがリバースとなってお

り、管制官による的確な離陸中止の指示と、運航乗務員によるＲＴＯの手順が的確に

実施され、Ａ機がＢ機へ異常に接近することが回避できたものと推定される。

また、2.1.2(1)に記述したとおり、重大インシデント発生の認識が機長になかった

ため、スポットに戻ったＡ機は再度出発するための準備を始め、ＣＶＲ停止の措置を

取らなかったものと推定される。

３.７ 本重大インシデントにおける危険性

Ａ機とＢ機との最接近時の直線距離は、2.1.1に記述したとおり、約１,８００ｍで

あったと推定される。ＩＣＡＯの「離着陸に支障を来す滑走路侵入事態の基準」によ

る危険度については、本重大インシデントは “Ｃ”ランク「衝突を回避するための、

十分な時間及び／又は距離があった」に相当するものと分類される。

（別添２参照）

３.８ 再発防止策

(1) 管制交信における齟齬の防止
そ ご

国土交通省航空局は、2.7.13に記述したとおり、滑走路への誤進入や誤出発

を防止するため、通達や運航者を交えた対策会議等を設置する等により、継続

。 、 、 、的に再発防止に取り組んできた また 同社では 2.7.3.2に記述したとおり

管制交信において齟齬を防止するための留意点について規定していた。

しかし、本重大インシデントが発生した。

本重大インシデントは、機長が受領したと確信した「迅速な離陸の指示」を

交信を担当する運航乗務員に復唱させていれば、機長以外の運航乗務員又は管

制官から再確認をとるなどの対応ができた可能性が考えられる。

ヒューマンファクターとしての錯誤に陥ることは誰にでも起こりうるもので

あるが、運航乗務員は、安全上極めて重要な離陸操作を誤って開始することは

あってはならないとの自覚を持ち、管制許可復唱等のＯＭの規定を厳守するこ

とで、錯誤に陥ることを防止し、仮に錯誤した状態に陥っても他の運航乗務員

の指摘や助言により、重大な事態に至ることを防がなければならない。

従って、2.7.3.2に記述した管制交信通信要領の確実な実施の必要性を再認
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識することが重要である。復唱するべき事項は2.7.3.3に参考として記述した

が、管制許可等は、運航の安全を確保する上で重要であり、これらの管制許可

等については復唱し管制交信における齟齬を防止すべきであり、本重大インシ

デント時のように、通報内容が理解できない場合や疑義がある場合には、管制

官に再送を求め、最終的には運航乗務員間で内容についての相互確認を確実に

行うべきである。

(2) 機長への助言を積極的に行う体制（ＣＲＭ）の確立

同社では、2.7.4に記述したとおり、運航乗務員間のＣＲＭの重要性や相互

補完的機能等について規定し、また2.7.8(4)に記述したとおり、平成１７年１

月に同空港で発生したインシデント事案の再発防止対策として管制指示受領時

の相互確認手順、指示内容に疑義が生じた場合の確認手順を新たに設定してい

たが、それにもかかわらず、同様なインシデントが再発した。

、 、本重大インシデントでは 機長が錯誤に陥った状態のまま判断・操作を行い

訓練生及び副操縦士は、機長に助言を行っていなかった。また、2.7.11に記述

したように、同社での路線訓練においては、その運用に関連し、コミュニケー

ションが取りにくい等の意見がある。

これらのことから、航空機の運航者は、2.7.4(1)１に記述したＣＲＭに関す

る方針が、特に路線訓練の場面で十分機能するように、すなわち機長と他の運

航乗務員が業務を遂行するにあたり、意見の言いやすい関係を確立し、機長に

対し積極的に指摘や助言を行える、実効ある体制を確立することについて具体

的な対策を実施すべきである。

これらの対応等により、訓練中の訓練生がベテラン機長に対しても容易に助

言できる環境を整えることも必要である。

(3) 管制官の業務遂行

「TAKE-OFF」については、離陸許可発出時あるいは離陸許可取り消し時以外

に使用しないよう、管制方式基準及び保安管制業務処理規程に明記する必要が

ある 「TAKE-OFF」の使用は、状況によっては離陸許可であると運航乗務員に。

誤認される可能性があることを、歴史的な経緯等も含めて、管制官に周知する

ことが重要である。

また 「TAKE-OFF」以外についても、運航乗務員が誤認する可能性のある用、

語の使用基準を規定化する必要があるものと考えられる。

近年は航空交通量が年々増加し、飛行場管制席の管制官の負荷は増加する一

方であり、本重大インシデント時のような、ブレーキングアクション等の運航

、 、環境が厳しく 降雪等のため管制官が航空機を直接視認しにくい悪天候時には

2.7.12に記述したように、遅延が多く発生し、３.５(4)に記述したとおり、管



*37 Controller Pilot Data Link Communications の略で、管制機関と運航乗務員がデータ通信により各種情報

等を交換するもの。

*38 Runway Status Lights の略で、滑走路進入や横断時に、滑走路や誘導路上に設置した灯火を点灯させ、運

航乗務員に視覚的に誤進入等を警告する設備のことをいう。

*39 航空機から送信される無線信号を３ヶ所以上の受信局で受信して、受信時刻の差から航空機の位置を測定す

るシステムをいう。航空機表示にタグ（便名等）を自動的に付加することができる。
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制官への負荷はさらに増加する。これらのことから、管制機関は、悪天候時の

管制官への負荷の軽減策について検討する必要がある。

また、厳しい気象条件での航空機の運航は、３.４(1)に記述したように、運

航乗務員には通常よりも大きな負荷が掛かることを理解し、航空機の動きを把

握できる管制官は、用語の使用や送信速度等に配慮する等、運航乗務員の管制

交信に対するニーズを把握して管制を実施することが重要である。

(4) ＲＷＳＬ等の設置

、 、航空機の滑走路への誤進入や誤出発を防止するため ハード面の整備として

ＣＰＤＬＣ や、米国で運用評価中のＲＷＳＬ のように、運航乗務員が管制
*37 *38

許可等の受領確認のバックアップとして利用できる装置等の研究・開発を急ぎ、

早急に実用化し設置すべきである。

、 、 、また 管制官の負荷軽減策としては すでに国内主要空港で運用されている

地上走行中の航空機の便名等のデジタル情報を表示し、飛行場周辺を飛行中の

航空機と地上の航空機を一つの画面で確認することができるレーダーシステム、

さらには東京国際空港で運用されているマルチラテレーション 等、管制業務*39

支援システムの開発、整備を一層推進することが必要である。

３.９ 解析の要約

以上に述べたことから、本重大インシデント発生に関する解析を要約すると、以下

のとおりである。

(1) Ａ機が滑走路上で離陸許可を待っている際に、降雪のため視程が悪く、Ａ機

から同一滑走路上にいたＢ機が視認できなかった。

「 」 、(2) 管制官が先行機のＢ機に REPORT CLEAR OF ACTIVE を要求しなかったため

Ａ機の運航乗務員がＢ機の滑走路離脱時期について知る手段がなかった。

(3) Ｂ機の滑走路占有が長引き、Ａ機と進入中のＣ機との管制間隔について管制

官に心理的な圧迫があったため、管制官が「IMMEDIATE TAKE-OFF」を含む管制

情報を通報した。

(4) 「TAKE-OFF」は、離陸許可及びその取り消しの際に使用し、それ以外の場合

には通常使用しないとのことが管制方式基準及び保安管制業務処理規程に記述

されておらず、そのような認識が管制官になかった。
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(5) Ａ機の機長は、気象条件が厳しい中で、進入中のＣ機との間隔を意識し、次

にくるのは離陸許可であるという“構え”の心理状態にあり、また、通報開始

直後から推力増加の操作を始めたため、注意力がエンジン計器に向き、管制官

の通報が正確には聞き取れていなかった。これらのことから、Ａ機の機長は管

制情報を離陸許可と錯誤した。

(6) Ａ機の他の運航乗務員も管制官からの通報を正確には聞き取れず、また、離

陸許可の受領について、機長に助言できる体制が十分に確立されていなかった

可能性があり、再確認すべきとの助言が行われなかった。

(7) Ｂ機が依然滑走路上にいた時に、Ａ機が離陸滑走を開始したのをＡＳＤＥ表

示器で確認した管制官が、Ａ機へ停止指示を発出して離陸滑走を中止させた。

４ 原 因

本重大インシデントは、滑走路上に着陸後のＢ機が存在していた状況下で、Ａ機が

離陸許可を受けないまま離陸滑走を開始したため、管制官がＡ機へ停止指示を発出し

て離陸滑走を中止させたことによるものと推定される。

Ａ機が離陸許可を受けないまま離陸滑走を開始したことについては、通常は使用し

ない「IMMEDIATE TAKE-OFF」を含む管制情報を管制官が通報し、Ａ機の機長が「迅速

な離陸の指示」を受けたものと錯誤し、さらに他の運航乗務員からの助言もなかった

ことによるものと推定される。

本重大インシデントの発生には、上記の要因に加え、次の各要因が主として関与し

たものと考えられる。

(1) Ａ機が降雪の中で離陸許可を待っている際に、視程が悪く、Ａ機から滑走路上

のＢ機が視認できなかったこと。

(2) 「TAKE-OFF」は、通常は離陸許可及びその取り消し以外に使用しないことが管

制方式基準及び保安管制業務処理規程に記述されておらず、そのような認識が管

制官になかったこと。

(3) Ａ機の機長は、気象条件が厳しい等運航上の負荷が掛かりやすい環境であり、

“構え”の心理状態にあったこと。

(4) Ａ機の運航乗務員が機長に離陸許可の受領について再確認すべきことについて

助言を行えなかったのは、機長に助言できる体制が十分に確立されていなかった

こと。
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５ 意 見

当委員会は、本重大インシデント調査の結果に鑑み、航空交通の安全を確保するた

め、国土交通大臣に対して、運輸安全委員会設置法第２８条に基づき、以下のとおり

意見を述べる。

５ １ ＣＲＭ教育訓練の見直し.
同社に対して、路線訓練において、機長の判断・操作等に対して訓練生を含む他の

運航乗務員が疑問を持った場合に、機長への助言を速やかに、かつ積極的に行いやす

い環境を整えるため、ＣＲＭ教育訓練の内容、実施時期等の見直しを行うよう指導す

ること。

５.２ 管制用語等の検討

滑走路への誤進入又は誤出発等を防止するため以下の事項を実施すること。なお、

その実施にあたり、新千歳空港等に離着陸する民間航空機の航空管制業務が、航空法

第１３７条の規定により国土交通大臣の統制のもと防衛大臣に委任されていることか

ら、防衛大臣と所要の調整を行うこと。

(1) 運航乗務員が錯誤する可能性のある「TAKE-OFF」の使用制限を規定化すると

ともに、その他の用語についても使用制限の規定化の必要性を検討し、それと

ともに、航空管制官に対して十分な教育を行い、管制交信における錯誤の可能

性を減少させること。

(2) 航空交通量が多い空港において、航空機の運航条件が厳しく、かつ航空管制

官から航空機が視認しにくいような気象条件における航空管制官の負荷軽減に

ついて、要員面及び施設面において検討すること。

(3) 航空管制官は運航乗務員の置かれている状況やニーズを十分に理解して管制

業務を実施する必要があり、その方策を検討すること。

６ 参考事項

６.１ 航空自衛隊千歳管制隊の対応

本重大インシデント発生後、航空自衛隊千歳管制隊においては 「TAKE-OFF」の用、

語を離陸許可及びその取り消し以外に通常使用しない旨が保安管制業務処理規程に記

載されていなかったことから、再発の防止のため、これらの用語の使用を適切に行う

よう、全管制官に周知した。
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６.２ 航空局の対応

国土交通省航空局は、本重大インシデント発生直後、同社に対し、機長と副操縦士

の間で管制指示を相互に確認する手順の徹底等を指導するよう注意を行った。

６.３ 同社の対応

(1) 復唱の徹底

本重大インシデントの発生により、同社は、平成２０年２月１８日付で、航

空管制官からの指示の復唱徹底などを中心とした通達を、全運航乗務員に出し

た。その内容は、管制指示の復唱徹底、機長と副操縦士の間で管制指示の再確

認及び指示内容に疑問がある場合には躊躇なく進言することなどである。

(2) 路線訓練の中止と再開

本重大インシデント及び路線訓練中に小松空港で滑走路誤進入が発生したこ

とから、同社では路線訓練を、平成２０年３月６日に一時中止した。

同社によれば、路線訓練においては訓練生が何か気付いても教官へ助言しに

くい等、通常の運航に比べ運航乗務員間の意思の疎通が図りにくい環境にある

など、安全性の更なる向上のために改善すべき事項があることが判明した。そ

のため緊急的な措置をとるとともに、中・長期的に取り組むべき課題について

も検討を進めることとし、平成２０年４月４日、路線訓練を再開した。

(3) 副操縦士の責務に関する規程の追加

本重大インシデントの発生により、同社では、平成２０年４月３日付けで、

Operations Orderを追加発行した。その内容は、路線訓練に同乗する副操縦士

は、操縦席の訓練生の状況をモニターし、特にＡＴＣ通信は常にTake Overで

きる体制をとり、必要に応じてそれを実施することとしている。

(4) 離陸に関わる交信用語の限定

本重大インシデントなどの滑走路誤進入などの離陸に関わるトラブルが続発

していることから、平成２０年４月４日、同社は、滑走路進入時の航空管制官

との交信用語を限定する対策を打ち出した。航空管制官からの通報が限定され

た用語以外の場合、運航乗務員から航空管制官に対し確認を実施することとし

ている。

(5) 再発防止策の策定

本重大インシデント発生直後に航空局から受けた注意により、平成２０年４

月９日、同社では、本重大インシデントの発生経過、要因、当面の各種対策、

路線訓練時のＣＲＭの改善、マニュアル内容の改善、滑走路誤進入対策、副操

縦士候補者の路線訓練に同乗する副操縦士の役割や責任及びスレットに対する

組織的対応等について詳細にまとめ、さらに中長期的な課題として検討に取り
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組む事項等について整理した。

(6) 訓練生へのＣＲＭイントロダクションの実施時期

同社は、平成２０年７月２２日、LINE TRAINING GUIDEを改訂し、訓練生に

ついても路線訓練実施前に、同訓練を実施させることとした。
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付図１ 走行経路図 
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付図２ Ａ機のＤＦＤＲ記録 
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付図３ ボーイング式７４７-４００Ｄ型（Ａ機）三面図 
                               単位：ｍ 
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付図４ ダグラス式ＭＤ－９０－３０型（Ｂ機）三面図 
単位：ｍ 
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写真１ Ａ機（重大インシデント機）の同型式機 

写真２ Ｂ機の同型式機 
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                 (注) ＡＳＤＥ表示器については本文 ２.５(2) 参照 

 
 

 
 

写真４ タワーブライトディスプレイ 

写真３ ＡＳＤＥ表示装置 

Ｂ滑走路０１Ｒ 
誘導路Ｂ２ 

進入機 

Ａ滑走路０１Ｌ
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管制交信記録 

重大インシデント発生前後の関係機とタワー管制官との交信。 

太字はＡ機とタワー管制官との交信。関係機以外の交信は省略している。 

凡例     TWR   ： タワー管制官 

JAL502  ： 重大インシデント機（Ａ機） 

JAL2503 ： 先行機（Ｂ機） 

JAL513  ： 後続機（Ｃ機） 
10:09:00 

10:09:49 

 

10:09:56 

 

（中略） 

10:21:48 

10:21:52 

    

10:22:02 

10:23:41 

 

10:23:48 

（中略） 

10:26:46 

 

10:26:57 

 （中略） 

10:28:18 

10:28:25 

 

10:28:34 

10:28:40 

 

10:28:48 

10:29:18 

JAL502 

TWR 

 

JAL502 

 

 

JAL2503 

TWR 

 

JAL2503 

TWR 

 

JAL502 

 

TWR 

 

JAL2503 

 

JAL513 

TWR 

 

JAL513 

TWR 

 

JAL502 

TWR 

 

CHITOSE TOWER, JAPAN AIR 502, ON YOUR FREQUENCY. 

JAPAN AIR 502, CHITOSE TWR, CROSS RUNWAY 01L, HOLD SHORT 

OF RUNWAY 01R. YOU ARE NR3. 

CROSS RUNWAY O1L, HOLD SHORT OF RUNWAY O1R NR3, JAPAN AIR 

502． 

 

CHITOSE TOWER, JAPAN AIR 2503, 16 DME． 

JAPAN AIR 2503, TWR, RUNWAY O1R CONTINUE APPROACH, WIND 320 

AT 8 AND RVR TOUCH DOWN 800M． 

JAPAN AIR 2503, CONTINUE APPROACH RUNWAY O1R． 

JAPAN AIR 502, EXPECT DEPARTURE AFTER ARRIVAL TRAFFIC, 11

MILES ON FINAL 01R. 

JAPAN AIR 502, ROGER. 

 

JAPAN AIR 2503, RUNWAY O1R CLEARED TO LAND, WIND 330 AT 9,

AIRBUS 320 AIRBORNE AND RVR 1,400． 

JAPAN AIR 2503, CLEARED TO LAND RUNWAY O1R． 

 

CHITOSE TOWER, JAPAN AIR 513 0N FINAL RUNWAY 01R 18 DME.

JAPAN AIR 513, TOWER, RUNWAY O1R CONTINUE APPROACH, WIND 

340 AT 9, RVR TOUCH DOWN 750M． 

JAPAN AIR 513, CONTINUE APPROACH RUNWAY O1R. 

JAPAN AIR 502, RUNWAY O1R LINE UP AND WAIT, AND RVR TOUCH 

DOWN 750M． 

RUNWAY 01R LINE UP AND WAIT, JAPAN AIR 502． 

JAPAN AIR 2503, TURN LEFT B2 END OF RUNWAY. CROSS RUNWAY

01L. 

別添１ 
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10:29:25 

（中略） 

10:32:30 

 

10:32:37 

 

10:32:59 

 

10:33:05 

10:33:12 

10:33:18 

 

10:33:24 

10:33:30 

 

10:33:34 

10:33:42 

10:33:46 

10:33:52 

10:33:56 

10:34:02 

 

10:34:09 

（中略） 

10:36:11 

10:36:16 

 

（中略） 

10:36:46 

10:36:50 

(以下略) 

JAL2503 

 

TWR 

 

JAL502 

 

TWR 

 

JAL502 

TWR 

TWR 

 

JAL513 

TWR 

 

JAL513 

TWR 

JAL2503  

TWR 

JAL513 

TWR 

 

JAL502 

 

TWR 

JAL502 

  

   

TWR 

JAL502 

JAPAN AIR 2503, B2 CROSS RUNWAY 01L. 

 

JAPAN AIR 502, EXPECT IMMEDIATE TAKE-OFF, TRAFFIC LANDING 

ROLL AND INBOUND TRAFFIC 6 MILES． 

ROGER, JAPAN AIR 502． 

 

JAPAN AIR 502, STOP IMMEDIATELY, JAPAN AIR 502, STOP 

IMMEDIATELY TRAFFIC LANDING ROLL． 

JAPAN AIR 502． 

JAPAN AIR 513, THIS TIME GO AROUND. 

JAPAN AIR 513, I SAY AGAIN GO AROUND, Ah～TRAFFIC LANDING 

ROLL AND DEPARTURE TRAFFIC ON THE RUNWAY． 

JAPAN AIR 513, GO AROUND, FOLLOW MISSED APPROACH PROCEDURE．

JAPAN AIR 513, THIS TIME TURN RIGHT HEADING 090, CLIMB AND 

MAINTAIN 4,000． 

JAPAN AIR 513, HEADING 090, 4,000． 

JAPAN AIR 2503, THIS TIME CONTACT GROUND 1216. 

JAPAN AIR 2503, GROUND 1216． 

JAPAN AIR 513, THIS TIME CONTACT RADAR 120.1. 

JAPAN AIR 513, 120.1． 

JAPAN AIR 5～～CORRECTION, JAPAN AIR 502, TAXI TO END OF 

RUNWAY B2. 

TAXI TO END OF RUNWAY B2, JAPAN AIR 502． 

 

JAPAN AIR 502, CROSS RUNWAY 01L ON B2． 

CROSS RUNWAY 01L, JAPAN AIR 502. AND ENTERING B2, JAPAN AIR

502． 

 

JAPAN AIR 502, CONTACT GROUND 121.6． 

121.6, JAPAN AIR 502． 
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「離着陸に支障を来す滑走路侵入事態の基準」 
 

ＩＣＡＯ Doc 9870 AN/463「滑走路への侵入事態防止マニュアル」に記載され

ているインシデントの危険度に関する区分は、下表のとおりである。(仮訳) 
 

表 6-1 危険度区分表 

危険度 

区 分 
説 明 

 

A 
 

A serious incident in which a collision is narrowly avoided． 

 

かろうじて衝突が回避された重大インシデント 
 

 

B 
 

 

 

An incident in which separation decreases and there is significant potential for  
collision，which may result in a time-critical corrective／evasive response to avoid a 

collision. 

 

間隔が狭まってかなりの衝突の可能性があり、衝突を回避するために迅速な

修正／回避操作を要する結果となり得たインシデント 
 

C 
 

An incident characterized by ample time and／or distance to avoid a collision. 

 

衝突を回避するための十分な時間及び／または距離があったインシデント 
 

 

 

 

D 

An incident that meets the definition of runway incursion such as the incorrect 
presence of a single vehicle，person or aircraft on the protected area of a surface 

designated for the landing and take-off aircraft but with no immediate safety 

consequences. 

 

車両一台、人一人、または航空機一機が、航空機の離着陸用に指定された保

護区域内に誤って侵入したことなど、滑走路誤侵入の定義に合致するものの、

直ちには安全に影響する結果とはならなかったインシデント 
 

 

E 
 

Insufficient information or inconclusive or conflicting evidence precludes a severity 

assessment. 

 

不十分な情報、又は決定的ではないか、若しくは矛盾している証拠により、

危険度の評価ができない 
                                                

別添２ 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


